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第 15回同時市場の在り方等に関する検討会 

 

日時 令和７年４月 22日（火）15：00～17：43 

場所 電力広域的運営推進機関第二事務所 会議室 O（オンライン併用） 

 

１．開会 

 

○長窪制度企画調整官 

 定刻となりましたので、ただ今より第 15回同時市場の在り方等に関する検討会を開催し

ます。委員およびオブザーバーの皆さま方におかれましては、ご多忙のところご参加いた

だき誠にありがとうございます。本日の検討会についても、広域機関第二事務所での対面

とオンラインの併用にて開催しております。ウェブでの中継も行っており、そちらでの傍

聴も可能となっております。それでは、以降の議事進行は金本座長にお願いいたします。

金本座長、よろしくお願いいたします。 

 

２．議題 

（１）同時市場の制度に関する論点について②（入札・電源運用） 

 

○金本座長 

 はい。それでは、お手元の議事次第に沿って、これから議論に入りたいと思います。本

日は４点の議題についてご議論をいただきたいと思います。まず議題（１）は同時市場の

制度に関する論点についての②入札・電源運用でございます。本件について、事務局の資

源エネルギー庁のほうから、資料３の説明をいただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○長窪制度企画調整官 

 資源エネルギー庁の長窪でございます。私からは、資料３につきましてのご説明をさせ

ていただきます。今回の資料は「同時市場の制度に関する論点について②」ということで、

入札・電源運用についての論点について主に取り扱うものということになっております。 

 これまで、同時市場の、この再開後の検討会において、検討が必要と考えられる論点に

ついて、課題ですとか検討の方向性についてご議論いただいてきたところでございますが、

本日からは個別の論点について一定の整理をしていきたいと考えております。本日は同時

市場の中核たる機能である入札、約定、価格算定、精算のうち、入札に関する論点を中心

に取り扱いたいと考えております。 

 まず１つ目が、週間運用と前日市場以前の起動の仕組みということでございます。この

点につきましては、前回・前々回でも取り上げさせていただいたところでございますが、

そこでの議論を踏まえまして、改めてイメージをまとめさせていただいたというのが６ペ
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ージでございます。 

 まず、現在でも、発電事業者・小売電気事業者の皆さまには、発電販売計画や需要調達

計画として、週間計画、翌々日計画、翌日計画といったものをご提出いただいているとこ

ろでございますが、同時市場になった場合にも、引き続きそういったような計画を提出し

ていただくということであろうと思っております。ここで提出していただいた計画に基づ

いて、送配電事業者あるいは同時市場の運営者は、毎日翌日から１週間を対象とした週間

ＳＣＵＣを行うということでございます。 

 この週間ＳＣＵＣを、週間運用をしたい電源については使っていくということでござい

まして、この週間ＳＣＵＣの結果を前日市場のＳＣＵＣの制約条件とすることによって、

市場約定を通じて電源の週間運用が可能となるであろうということでございます。 

 また、その週間ＳＣＵＣの結果、前日市場では起動の意思決定に間に合わない電源につ

いて、前々日以前に起動したほうがいいということになった場合には、当該電源に対して

起動指令を行う。そういう形で起動していただいた電源については、前日市場に入札をし

ていただいて、通常は、それは約定すると思われますから、約定した場合には市場を通じ

て発電費用の取り漏れのない適正な回収が図られるということと考えております。 

 また、前回ご意見を頂いたとおり、起動指令を受けて起動した電源について、不落の場

合はどうするのだというところでございますが、これも起動指令を受けて起動した電源で

すから、約定しなかった場合でも必要な費用は当然補償されるという仕組みが必要だろう

と思っているところでございます。 

 次に、２番目の論点ということでございまして、市場開設等に関する事項でございます。

こちらは、同時市場も市場でございますので、その開設に関する詳細な事項を決める必要

があるということでございます。例えば、開催時刻ですとか、参加資格ですとか、取引単

位といったようなことについて検討する必要があるだろうと考えております。もっとも、

こういった事項については、これから同時市場が仮に導入されるとしてもまだ少し時間が

あると思われますので、同時市場の導入が決定して、その詳細な設計が行われる段階で、

その時点の市場環境や技術的な要請を考慮して決めるということでいいのではないかと考

えているところでございます。 

 一方で、同時市場の論点についてご議論いただく上で、同時市場が大体どのような市場

なのかということについては、ある程度イメージが共有できたほうが議論の役に立つかと

思い、暫定的なイメージを 10ページに記載させていただいております。 

 例えば開催時刻につきましては、現在のＪＥＰＸが計画提出との関係で午前 10時に入札

締め切りにしているということでございますので、同じような形になるかというようなこ

とでございます。参加資格につきましても、現在は小売電気事業者、発電事業者、ＤＲ事

業者、アグリゲーター等ということになっていますので、同じような形が、現時点の制度

を前提にすると考えられるかなと思っています。 

 取引単位につきましても、今の制度を踏まえるならば入札の時間単位は 30分コマ等でご
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ざいまして、スポット市場は 0.1ＭＷ、１コマ当たりは 50 キロワット時。また、需給調整

市場については最低入札量１ＭＷ、刻み幅１ｋＷというところでございますが、こういっ

た点についても、今後議論の進展がある場合には、同時市場のほうでもそれを取り込んで

いくということなのかなと思っております。 

 ３番目が、発電事業者の売り入札に関する論点ということになります。論点の１つ目は、

自己計画電源の入札および登録についてということでございます。12 ページには前回の検

討会でいただいた議論を書いているところでございます。この論点は、自己計画電源につ

いて、必ず市場に入札をしていただくか、それとも市場外で取引をするということで、市

場に対しては情報の登録だけでよい、情報の登録だけするという方法も認めるかどうかと

いう論点でございます。 

自己計画電源については、これまでも作業部会等でご議論いただいたとおり、市場内外

のいずれで取引されたとしても、その電源の余力が出力配分可能領域として市場にきちん

と入札をされるということであれば、ＳＣＵＣ・ＳＣＥＤの結果の電源態勢は同じになる

と思っております。 

 そうしますと、特に大きなメリットやデメリットがない限りは、市場取引を強制すると

いったことまでは必要がないのかなと思っておりまして、前回もご議論いただいたとおり、

自己計画電源については、安定供給の観点から、必要な場合に制約を及ぼす仕組みの導入

といったことを前提として、市場入札を必須としないということでよいのではないかと考

えております。 

 そうすると、どういう入札の仕方になるかというのをまとめたのが 15ページでございま

す。自己計画電源については、入札、登録のいずれであるかにかかわらず、自己計画電源

である旨と、それから出力量、すなわち発電計画を登録または入札していただいて、併せ

て電源情報、Ｔｈｒｅｅ-Ｐａｒｔ情報ですとか運転パラメータを登録していただくとい

うところでございます。 

 なお、相対契約がひも付く電源について、市場外で取引をしてもいいというのはどうい

う意味かということについて、ご質問いただいたことがありましたが、要はどういうこと

をやっていただくことになるかというと、発電事業者は自分が保有する電源、例えば全部

で 500 だったら 500 あるということだとして、それで相対契約に基づく供給量が、あらか

じめ 400が分かっているということであれば、500の出力に対して相対契約の供給量 400を

割り付けて、これは自己計画電源として市場外で取引を行いますというような形で、残り

を市場に入札していただく。こういったような仕分けをやっていただくということかなと

思っております。 

 論点の２番目は、自己計画電源の制約の考え方というところでございます。この点は、

前回の検討会では一番ご議論が多かったところかなと思っております。16 ページと 17 ペ

ージは、頂いた意見について記載をさせていただいているところでございます。 

 19 ページのところは、前回頂いたご意見を踏まえまして、改めて考え方を整理してみた
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というところでございます。まず、自己計画電源がなぜ導入されるかということでござい

ますが、これは同時市場において、Ｔｈｒｅｅ-Ｐａｒｔ Ｏｆｆｅｒに基づく約定方法が

導入されることを踏まえまして、そうすると電源稼働の予見性、約定結果に対する予見性

が下がってしまうのではないかというような懸念があることから、その予見性を確保する

目的で導入されるものと理解をしております。 

 そうだといたしますと、現行の優先給電ルールの例外を新たに設けるものではございま

せんし、出力制御ですとか混雑発生時に優先的な送電枠を認める趣旨ではないということ

でございます。 

 この考え方を踏まえるならば、自己計画電源の制限を発動するのは真に必要な場合に限

定されるべきというのは、ご指摘のとおりと考えておりますが、一方で、再エネの出力制

御ですとか、下げ調整力が不足するというような状況においては、自己計画電源も公平に

制約に服することが必要ではないかと考えているところでございます。 

 そうだといたしますと、自己計画電源の制約の考え方としては、大きくこの 19ページの

①②に書いてあるような考え方ではどうかということでございます。まず、自己計画電源

の制約が必要か否かの判断方法としては、対象となる市場の直近で実施されたＳＣＵＣ、

例えば前日市場について考える場合には週間ＳＣＵＣにおいて、市場計画電源を調整して

もなお再エネ出力制御ですとか下げしろ不足といったような事態が生じるか否か、という

ことで判断をするということでございます。これは、再エネ出力制御や下げ調整力不足に

至らない範囲で、自己計画電源を市場計画電源よりも優先するということと同義だろうと

考えております。 

 一方で、再エネ出力制御とか下げ調整力不足等に至るという場合、すなわち自己計画電

源の制約が必要だというふうに判断された場合には、今度は自己計画電源を優先すること

はせずに、市場計画電源とメリットオーダーで、横並びで公平に出力配分を行うというこ

とではどうか、ということでございます。 

 ただし、前回任意セルフ電源、絶対セルフ電源という形で区分をお示ししたとおり、自

己計画電源の中には出力制御ができない電源もありますので、何らかの区別は必要と思っ

ております。この点についてはどう考えるかというと、この点も基本的には現行の優先給

電ルール等の考え方に従えばよいのではないかと考えております。 

 といいますのは、優先給電ルールでは、火力発電は変動性再エネよりも先に抑制されて、

いわゆる長期固定電源については、抑制順が最後とされているところでございます。また、

火力発電であっても、出力制御が困難な電源に該当する電源については、必要な分の出力

は抑制対象外とされていると認識しております。 

 ということでございますので、自己計画電源の区分についてもこの考え方を使うことに

いたしまして、発電事業者が自ら任意セルフ電源か絶対セルフ電源かを選択して登録する

のではなくて、自己計画電源の入札・登録情報から抑制順を判断する仕組みとしてはどう

かということでございます。 
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 つまり、自己計画電源の制限が発動されたという場合におきましては、まず、自己計画

電源の入札・登録情報に基づいて長期固定電源に当たるか否かを判断いたしまして、長期

固定電源に当たる場合には抑制順を最後にする。それ以外の自己計画電源については、基

本的には、制限が発動された場合には、市場計画電源を含めてメリットオーダーで出力配

分を行うということでございます。 

 他方で、先ほど申し上げましたとおり、現在の運用でも、出力制御が困難な電源は抑制

対象外とされています。例えば一部の石炭火力の最低出力分ですとか、ＬＮＧ火力のボイ

ルオフガスの消費に必要な出力といったようなものは抑制対象外とされているということ

でございますので、発電事業者は、一定の出力を確保しなければならない運転制約がある

という場合には、この制約を登録して、最低限の出力を確保することを可能とする、こう

いった運用にしてはどうかということでございます。 

 このような考え方が現行制度と何が違うかということにつきましては、主に火力発電の

抑制方法が変更となると考えております。現在は、優先給電ルールにおいては、抑制順が

同列の電源については個別の協議によって抑制を行っているというところでございますが、

今回の提案ではメリットオーダーで抑制をしていくことになる。また、その場合に個別協

議は、基本的にはしないということでございます。 

 この点についてどう考えるかということでございますが、まず、個別協議を行わない点

につきましては、今の個別協議においても、抑制対象外とすることが自由に認められてい

るわけではなくて、一定の合理的な理由がある場合に必要な出力が認められているものと

いうふうに認識をしております。そういたしますと、どういうような制約があれば抑制対

象外としてよいかということをあらかじめ明確化しておき、それを踏まえて、発電事業者

が、出力制御が困難である理由を事前に登録するというやり方で、基本的には対応可能な

のではないかなと考えております。 

 ただ、そうはいっても、事前登録による対応ができない場合というのもあると思います。

そういう例外的な場合につきましては、発電事業者が約定結果に従うことができないとい

うのを事後的に連絡して、個別調整を行うこととしてはどうかと考えております。これは

あくまでも例外的な場合を想定したものではございますが、発電事業者として、約定結果

にかかわらずその電源の抑制はできない場合、できないものは仕方がありませんので、抑

制しない前提で発電計画を作成しまして、次の市場で、これはこういう理由で抑制ができ

ませんと登録をしていただく。同時市場側としてはこれに基づいてＳＣＵＣ、ＳＣＥＤを

行って、必要な補正を行うということが考えられるかなと思っております。 

 現行制度からのもう一つの大きな差分として、メリットオーダーを導入するということ

でございますが、メリットオーダーは、抑制順位が同列の電源をどう出力を配分するかと

いうことについては、一つの公平な仕組みだろうと考えております。 

また、この検討会でこの点はこれまでそれほど議論ができておりませんけれども、この

自己計画電源に限らず、そもそも電源を売り入札していただく時のＴｈｒｅｅ-Ｐａｒｔ
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情報について、実コストよりも高い価格で登録することについては、特に市場支配力のあ

る事業者については問題となるというようなご意見があると思います。けれども、実コス

トよりも低い価格で登録することは可能ではないかというようなご意見も、これまでも頂

いてきたところであります。 

 こういったようなことを、自己計画電源の電源情報の登録時にもやってよいのだとすれ

ば、発電事業者はその時点における電源稼働の必要性を加味してＴｈｒｅｅ-Ｐａｒｔ情

報を登録するということができまして、その結果、その時点の状況をより反映したメリッ

トオーダーということになるのではないかなと考えております。 

 このような考え方をまとめさせていただいたのが 22ページということになります。分か

りやすさの観点から、抑制側の検討、また優先給電ルールを踏まえて基本的に検討してお

りますけれども、たき増し側も考え方としては基本的に同様かなと考えております。また、

抑制側においても、需給バランス制約に基づく優先給電ルールと、系統制約に基づく出力

制御のルールでは異なる部分がありますので、実際に詳細ルールを決めていく時にはそれ

らも考慮して決めていく必要があるのかなと思っております。 

 また、22 ページになお書きで記載させていただいているとおり、自己計画電源というの

は自分で起動を確定させる電源ですので、起動費等の個別補償、アップリフトの対象には

ならないというところでございます。 

 論点の３つ目が、運転パラメータの登録でございます。同時市場においてＳＣＵＣを行

っていく上では、起動時間等の運転パラメータについても登録をしていただく必要がある

ということでございます。 

 これまで、この運転パラメータにつきましては、発電事業者の皆さんの対応の負担等を

考慮して、登録については裁量を認めることにして、それで適切なパラメータを登録して

いただく形ではどうかということを検討してきたところでございますが、そうはいっても、

時々刻々、どういったパラメータを登録すればいいのかというのは変わり得るわけでござ

いまして、その時その時で適切に登録するというのは非常に難しいというご意見も頂いた

ところでございます。 

 そうすると、この点は考え方を改めまして、前回の検討会で２番目の選択肢として挙げ

させていただいた方法、すなわち運転パラメータについては原則として電源の仕様や性能

に基づいて登録をしていただくことにして、それで市場の約定結果に従った起動出力がで

きない場合には、その旨を連絡して個別に調整をするというような方向で進めてはどうか

と考えております。 

 ここで個別に調整といっていますのは、基本的には、例えば起動時間の関係で、約定し

たけれどもその時間には間に合わないというような場合の対応をイメージしております。

他方で、中間取りまとめで整理されたこととして、発電バランシンググループは、ある電

源が思ったように起動できないという時に、自分に余力があれば、前日市場の約定の後で、

約定しなかった電源というものがあればそれを適宜自分で持ち上げて、それでバランシン
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グをすることも認められるという整理になっております。そうすると、当然このような場

合も、約定量を減らす方向の修正だけではなく、自分の余力を持ち上げる形で約定分に充

てていくということももちろんできると考えております。 

 ただ、その場合には、自分で起動した電源について同時市場に情報提供をしていただく

必要がありまして、市場外で取引する自己計画電源の形で市場に登録をしていただくとか、

次の市場に対して自己計画電源として入札をしていただくといったようなやり方が考えら

れるかと思っております。そういったような形で、同時市場の側でもＳＣＵＣを回して電

源態勢を直していくということかなと考えております。 

 運転パラメータとしてどういう内容の登録が必要かということにつきましては、かつて

の電源Ⅰ、Ⅱの時に一般送配電事業者が把握していたような電源情報ですとか、あるいは

北米の現在の例ですとか、今電中研にやっていただいているＳＣＵＣで用いている運転パ

ラメータとか、そういったものも考慮して今後決めていけばいいのかなと思っております。 

 論点の４番目が、時間前市場における電源の入札ということでございます。こちらは特

にオブザーバーの皆さまから、時間前同時市場における入札対象とか取引対象について議

論が必要であるというようなご意見を頂いたところでございます。この点につきましては、

28 ページの図に記載をしてありますとおり、時間前市場で何を入札の対象とするのかとい

うような論点でございます。 

 例えば、前日市場で定格 100の電源について 80約定したという時に、時間前市場でその

80 の約定量にかかわらず改めて定格出力全体について入札をするというのが選択肢の①で

ございます。選択肢の②は、同じように 100のうち 80約定したという時に、売れ残りの 20

だけ売り入札をするというようなことでございます。 

 この点をどう考えていくかということでございますが、そもそもこの同時市場の意義の

一つとして、時間前の断面において柔軟な電源態勢の組み替えを可能にするということが

ございます。選択肢②の売れ残り分について追加で売り入札をしていくという方法を採用

した場合には、前日市場の後に想定需要が上振れしていくような場合にはあまり大きな問

題はないかなと考えておりますが、想定需要が下振れしていく場合ですとか、前日には考

えていなかった地点で変動性再エネの出力が大幅に増加したというようなことがあります

と、その電源について出力を下げていただく必要が出ますので、これが、選択肢②の場合

には市場約定を通じてうまくできない問題があるかと思っております。 

 そうだといたしますと、選択肢①ということで、定格出力全体について時間前市場でも

入札をしていただくということが望ましいと思っております。その場合、取引対象をどう

考えるかということにつきましては、これまでにも技術検証の資料において示されている

とおり、前日市場と時間前市場の約定量の差分について精算を行う仕組みとすることによ

って、取引対象としては前日市場と時間前市場の約定量の差分、この差分を取引対象とし

ていることに、経済的にはなると考えております。 

 また、同時市場のシステム上、前日市場との差分について、約定量が増加した場合には
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発電事業者が売ったことと見なして、約定量が減少した場合には発電事業者が買い戻した

ことと見なして取引結果を作りまして、先ほど申し上げたように差分精算をするという仕

組みを設ければ、発電事業者が時間前市場において入札をする時に、前日市場で 80が約定

したから、時間前市場では 20 を売りで 80 を買い戻しと、いちいち入札方法を使い分ける

必要もなくて、基本的には定格全体についてＴｈｒｅｅ-Ｐａｒｔ Ｏｆｆｅｒをやってい

ただければよいというようなことで、簡単な方法になるのかなと考えております。 

 もう少しご説明をいたしますと、この選択肢①の図をご覧いただいて、入札が 100 で約

定が 80 といった時に、時間前市場で今度は 100 約定しましたという時は、この追加の 20

分について追加で売ったというふうに見なして、20×時間前市場の価格を発電事業者はも

らえるということでございます。逆に時間前市場で 60しか約定しなかったという時は、こ

れは 20を発電事業者が買い戻したというふうに見まして、20×時間前市場の価格を発電事

業者が払うと、こういったようなことでいいのではないかと考えております。 

 これによって、発電事業者は時間前市場においてどういう行為をしていることを意味す

るかというと、経済的あるいは法的には、発電事業者は時間前市場において 20を売って、

80 の買い入札をしているということだろうと思っておりますが、いちいち前日市場の約定

量を把握して、それに対して売り買いを使い分けるというのも煩雑ですので、定格を常に

入札するというやり方で、あとは市場のシステムが仕分けをするというやり方が簡単なの

ではないかと、こういったようなことを考えております。 

 30 ページは、このような差分精算をすることによって、発電事業者の観点から見てもよ

り経済的な電源運用が可能となるのではないかということでございます。想定需要が下が

る場合には基本的には市場価格も下がりますから、そうしますと、燃料費も考えれば、マ

ージナルに近くなるような電源については出力を下げたほうがかえってお得ですよ、とい

うことでございます。 

 また、現在使っているロジックを前提といたしましても、基本的には需要が上振れする

方向では市場価格が上がって、下振れする場合には市場価格が下がる方向になるというこ

とは、これは去年の８月ごろの検討会でもすでにお示しをしているところということでご

ざいます。 

 ただ、特に発電事業者の皆さんから、前日市場の約定結果を尊重してほしいというふう

にご意見を頂くのは、このような経済的な観点だけではなくて、電源運用の負担について

も考えてくださいと、そういうご意見でもあると思っております。と申しますのは、時間

前市場において、直前の市場の約定結果に反する起動停止の指示が頻繁に来るということ

になると、これは発電事業者の対応負担も大きくなる可能性があるだろうと思っておりま

す。 

 他方で、この点につきましては、まず今想定している時間前同時市場というのは、そん

なに深夜に行うといったことはあまり想定していなくて、例えば前日の夕方ですとか当日

の朝昼といったようなことで開催時間を想定しています。また、時間前市場におけるＳＣ
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ＵＣというのは、前日市場と基本的には同じようなロジックでやっていくと、目的関数の

最小化を目指してやっていくということでございますから、需給の状況があまり大きく変

わらない限りは、前日市場と時間前市場とでそれほど大きく異なる電源態勢となることは、

通常はないのかなと思っております。 

 さらに、発電事業者の観点からすれば、やはり、起動停止が発電計画の作成後に変わっ

てしまうのは大変だということだろうと思っております。そうしますと、例えば前日市場

である程度の出力が約定した場合には、時間前市場において、その電源の最低出力分まで

を自己計画電源として入札または登録をしていただくというやり方によって、起動状態を

固定するということも可能だと考えておりまして、こういったやり方で負担を軽減すると

いったことも可能ではないかなと考えております。 

 最後に、小売電気事業者の買い入札に関する論点でございます。まず１つ目は買い入札

の方法についてでございますが、この点についてもさまざまなご意見を頂いたところでご

ざいまして、代表的なものを 36ページに記載をしております。頂いたご意見で多かったの

は、やはり普通の需要について小売電気事業者が需要の地点を把握して、特定して買い入

札をするというのは、技術的にも、また今の運用からも大きくかけ離れていて難しいとい

うことかと思っております。 

 ですので、この点は将来的な課題としたしまして、今回検討する同時市場においては、

これまでも提示された方向性のとおり、小売電気事業者は基本的にエリア、コマごとに量

と価格を登録して買い入札をするということが原則でよいのではないかなと考えておりま

す。 

 また、海外では価格を登録しない買い入札というのもかなりのボリュームで行われてい

るようですので、この点も可能とする方向で検討してもよいのではないかなと考えており

ます。 

 ただ、一方で、発電事業者が行う揚水発電のポンプアップの需要ですとか、あるいは電

源の経済差し替えのために買い入札を併せて入れにいくというようなものについては、こ

れもこれまでも何回かご提示させていただているところではございますが、こういったよ

うなところについては、同時市場のＳＣＵＣの結果をより正確なものとして、また、その

計算の収束性を高めるためにも、地点を特定した入札をお願いしたいというところでござ

います。 

 この点について考慮しなければならない点として、今の相対取引の実務では、普通の火

力の相対取引においては、供給元の電源をあえて特定はしていませんという御意見があり、

その点は確かにおっしゃるとおりかと思うのですけれども、経済差し替えのために買い入

札をする局面では、この電源について差し替えが可能であれば差し替えしたいというよう

な意図で買い入札をするのだと思いますので、そのタイミングでは、ある程度、差し替え

対象電源は特定が可能なのではないかと思い、いったんはその方向で、この資料には書か

せていただいております。 
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 また、これまであまり明示的にはお示ししておりませんけれども、このような発電事業

者が行う買い入札だけじゃなくて、データセンターのようにものすごく大きな規模の需要

で、かつ使用電力量の変動が大きいものが仮にあるとすれば、そういったものについては、

地点を特定もできるのではないかと思いますし、揚水発電のポンプアップとか火力発電の

経済差し替えと同じような理由で、可能な限り地点を特定した入札をしていただくという

ことも検討の対象としてもいいのではないかと思っております。 

 買い入札の論点の２番目は、相対契約がひも付く需要の入札義務というところでござい

ます。これは、相対契約がひも付く電源について、市場外の取引が認められるのであれば、

需要の側でも、この分の需要については相対契約から供給を受けるので市場には買い入札

をしませんという対応も認められるのではないかということでございまして、その点を記

載させていただいているというところでございます。 

 資料３についてのご説明は以上のようなところでございます。 

 

○金本座長 

 ありがとうございました。それでは、自由討議、質疑応答の時間に移ります。会議室に

いらっしゃる方は名札を立てていただき、ウェブの方は挙手ボタンでお知らせください。

順次指名をさせていただきます。それでは、どなたかございますでしょうか。じゃあ、新

川オブザーバー、お願いします。 

 

○新川オブザーバー 

 ご説明ありがとうございました。小売電気事業者が価格を登録せず、購入量のみで買い

入札を行えることとした場合、この仕組みを活用していわゆる成り行き買いが行われると

考えておりますけれども、株式市場の成り行き買いと電力市場の成り行き買いは意味が異

なるのかなと考えております。売り切れが発生した場合、価格が登録されていない札で約

定価格が決定することも想定されることから、約定価格の取り扱いといった問題が生じる

のではないかと考えております。 

 現在のスポット市場においては、システム上の理由から最低価格は 0.01円、最高価格は

999 円となっていると承知しておりますけれども、この市場においてどのように考えるの

かはまだ議論されておらず、価格が文字通り青天井になる可能性も否定できないと思って

おります。このような場合の取り扱いを検討しつつ、市場価格の算定方法や買い入札の方

法に係る議論を進めていく必要があるのではないかと考えます。以上でございます。 

 

○金本座長 

 ありがとうございます。その他にございますでしょうか。じゃあ、山本オブザーバー、

お願いいたします。 
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○山本オブザーバー 

 ありがとうございます。送配電網協議会の山本です。論点について整理いただきまして

ありがとうございます。今後の検討という観点でコメントをさせていただきます。 

 これは少し細かい点になりますが、６ページの電源の週間運用と前日市場以前の起動の

仕組みについての表で、「３．起動指令」という表現がありますけれども、市場の計算結

果に基づく依頼であると考えますと、指令ではなくて通知とするほうが適切ではないかと

思っています。 

 同時市場においては、市場運営者から発電事業者へ、電源起動を含めた市場約定結果が

通知される仕組みになると想定しています。従いまして、前日市場、時間前市場と同じよ

うに、週間においても起動の通知は市場運営者が行う整理としたほうが、アップリフトの

精算主体との関係性からも望ましいのではないかと考えておりまして、今後市場の役割を

検討する中で整理をお願いしたいと思います。 

 私からは以上です。 

 

○金本座長 

 ありがとうございます。その他にございますでしょうか。五十川先生、お願いします。 

 

○五十川委員 

 はい。ありがとうございます。入札に関する論点ということでまとめていただいたもの

だと思います。大枠の方針として異論はありません。３番の発電事業者等の売り入札に関

して、何点か個別にコメントします。 

 まず論点①、自己計画電源の入札および登録について 12ページ以降にあります。前回も

あった議論ですが、14 ページにありますように、安定供給の観点から、必要な場合に制約

を及ぼす仕組みの導入を前提に市場入札を必須としないことを方針とするということでよ

さそうにも思っています。ただし、これも記載のとおりですが、ＳＣＵＣ、ＳＣＥＤの結

果が電源態勢と同じになるというのは、必要な情報が不足なく提供されることが前提とい

うことかと思います。情報の登録について、15 ページにありますような整理は一つかと考

えています。 

 続いて論点②、自己計画電源の制約の考え方についてです。任意セルフ電源と絶対セル

フ電源の区分について議論が残っていましたが、今回の提案は、基本的には個別協議によ

り抑制するのではなく、事前に登録した入札登録情報から抑制順を判断する仕組みにする

ということで理解しました。この方法で回るのであれば、透明性が高く、明確な運用とい

うことかと思います。 

 併せて、少し進める話をすると、本来的には任意とか絶対とかいうのはゼロイチの話で

はなく、それぞれの制約の状況によって、稼働の必要性というのは連続的に分布している

ということだと認識しています。それぞれの長期の最適化という複雑な問題が本来的には
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あるところですが、提案されているアプローチは、それを現実的な範囲で落とし込んで実

現する方法であるという整理ができるのではないかと考えています。 

 最後に論点④、時間前市場における電源の入札については、29 ページにある、定格出力

全体について入札を行う選択肢①を採用する案に賛成します。記載のとおりですが、そも

そもの時間前同時市場の目的が、状況の変化に応じた対応ということですので、可能な限

り柔軟に対応できる体制が望ましいと考えます。私からは以上です。 

 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。その他。じゃあ松村委員、お願いいたします。 

 

○松村委員 

 発言します。細部にわたって詳細に整理してくださり、ありがとうございました。反対

ということではなく、念のために確認したい点です。 

 優先給電指令の話が出てきて、現行の優先給電指令の考え方に従うとの説明をいただい

たと思います。私の理解では、この同時市場の議論の外にある優先給電指令の考え方に従

って分けられるとの説明していただいたのだと思います。現行の優先給電指令が合理的か

どうかは、同時市場の検討と独立にされる余地はあると思います。当然、そちらで整理さ

れれば、そのルールに従って適用されるという意味で、現行という言葉をお使いになった

のだと思います。 

 今のまま必ず行くということを、この委員会ではそもそも議論できることではないので、

もちろんそういう意図ではなかったことは十分分かりますが、現行のというよりも、いわ

ば外で決まる優先給電指令の考え方に従うということ。それが変わらなければ現行のまま

行きくことを説明いただいたのだと思いますが、念のために確認させてください。以上で

す。 

 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。その他にございますでしょうか。ＪＥＲＡの東谷オブザ

ーバー、お願いいたします。 

 

○東谷オブザーバー 

  はい。ＪＥＲＡの東谷です。私のほうから４点コメントさせていただきます。 

 まず１点目は、前日以前の電源運用についてです。６ページに、各計画の記載内容や提

出方法などについては今後の検討扱いとなっておりますが、過去の検討会では８ページに

記載のとおり、同時市場における週間計画について、毎日ローリングする方向性が示され

ております。この点、現行制度よりも事業者に過度な負担とならないようご配慮いただけ

ればと思います。 
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 続いて２点目は、自己計画電源の扱いについてです。入札を必須とせず、制限の対象は

事前登録した運転制約や、例外的な個別調整を踏まえ判断するという考え方について異論

はございません。その上で、22 ページの４つ目の矢羽根に、焚増側の制限においては、自

己計画電源として設定された出力容量上限にかかわらず、原則として定格出力の範囲で、

メリットオーダーで出力配分が行われるという記載がございますが、出力容量上限につい

ても、やはり運転制約があるということについてはご留意いただければと思います。 

 また、５つ目の矢羽根に、自己計画電源はアップリフトの対象にならないという記載が

ございますが、25 ページを見ると、ＰＪＭにおいても自己計画電源のうち出力配分可能領

域は一部アップリフトの対象とされていることや、制限が発動された場合、自己計画電源

というのは市場計画電源と同等に扱われるということも踏まえて、もう少し丁寧な整理が

必要なのではないかと思っております。 

 それから３点目は、運転パラメータの登録についてです。発電事業者との個別調整の機

会を設けていただくということは大変重要なことだと思いますが、こちらは先ほどの制限

が発動される場合だけではなく、日々の運用の話ですので、この頻度がかなり多くなって

しまうと、業務負担や運用ミスの増加につながりかねないことを危惧しております。今後

も事業者ヒアリング等を通じて運用実態を把握し、必要な運転パラメータをなるべく反映

いただく方向でご検討をお願いいたします。 

 最後４点目は、時間前市場における電源入札についてです。時間前同時市場の導入目的

に照らし合わせて、基本的には選択肢①とするものの、仮に前日市場の約定結果を固定し

たい場合には、時間前市場に自己計画電源として入札することで、選択肢②に近い方法も

選択し得ると理解いたしました。その上で選択肢①におけるｋＷｈ取引の精算方法の例と

して 30ページに分かりやすくお示しいただいておりますが、ΔｋＷ取引についても、時間

前同時市場での取り扱いが明確になった段階で、この精算方法についてご検討いただけれ

ばと思います。 

 私のほうからは以上です。 

 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。その他にございますでしょうか。市村委員、お願いい

たします。 

 

○市村委員 

 ありがとうございます。細部にわたって丁寧に資料を整理いただきましてありがとうご

ざいました。私としては、全体としては特に違和感はないというか、基本的な考え方につ

いてはよく理解できました。 

 １点だけ、ちょっと細かい点なんですが。個別調整というところで記載がされている、

21 スライド目ですとか 26 スライド目のところです。これ自身はこういった対応が現実的
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なのかなと思う一方で、例えば 26スライド目などでは、いったん約定しているものを個別

に調整するということをその次の市場でやっていくみたいなイメージなのかなと思うんで

すが。ここら辺について、どういう契約関係というか権利義務関係になるのかというとこ

ろは、別途整理いただく必要があるかなというふうには思っています。 

 キャンセルするのか、それは約定した上で次の市場での精算という形になるのかといっ

たところですね。そこら辺を少し、今後の中では整理いただければと思った次第です。私

からは以上です。 

 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。じゃあ、野澤オブザーバー、お願いいたします。 

 

○野澤オブザーバー 

 はい。取りまとめありがとうございます。大きな方向性について、異存はないです。ち

ょっと私からは２点だけコメントです。ページ 20の自己計画電源の稼働制約についてです

けれども、真に必要な場合に限定されるべきという考えには賛同しております。 

 他方で、この米印のところで書いてあるんですが、運転制約について、今後の検討とい

うところもまさにそうなのかなと考えております。これは松村先生がおっしゃったとおり、

同時市場の枠内ではなく、もしかしたら別で議論するということなのかもしれないんです

が。 

 記載のある一部石炭火力の最低出力とか、あとＢＯＧですね。こういったところの消費

に必要な出力というのはそうだと思いますし、それだけではなくて、例えば炭の貯蔵状況

とか、Ｌの貯蔵状況、それから配船状況とかによっては、どうしてもマストランに近い制

約がかかる時期とかタイミングというのもあったり、これは安全性の観点でもどうしても

マストランをしなければいけないタイミングというのはあると思うので、そういったとこ

ろを議論できるようにしたほうがいいのではないかなというふうには思いました。 

 あとはページ 25ですね。アップリフトです。これは仮に稼働が制約された時に、アップ

リフトのＬｏｓｔ Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ Ｃｏｓｔというのが、どういうふうな部分を

カバーするのかみたいな議論というのは、やはり今後検討が必要かと思っています。 

 例えば、これも、すみません、燃料の例で恐縮なんですけれども、稼働制約がかかり続

けて、最悪このカーゴが取れないというふうになった時の配船調整のコストが含まれるか

とか、やはり日本だと、ＰＪＭはパイプラインがつながっているので想定していないケー

スというのもたくさん出てくると思うので、このあたりは海外事例も参考にしながら、日

本固有の事情も踏まえて議論すべきかなとは思います。 

 以上になります。 

 

○金本座長 
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 どうもありがとうございます。 

 

○横山委員 

 はい。ありがとうございます。横山でございます。詳細なご説明ありがとうございます。

私は１点だけ、質問です。 

 32 枚目のスライドの３ポツに、先ほど東谷さんからもちょっと触れられましたけれども、

時間前市場において、最低出力までを自己計画電源の絶対出力として入札するということ

で、起動状態を固定することが可能だと。これは、理論的にはこのような方法はあると思

います。 

 その発電事業者の対応負担が大きくなる可能性がある場合にということなんですけれど

も、需給の状況に大きな変化がある時には、前日市場と大きく異なる電源態勢となるとい

うことがあるわけです。そういう場合には、経済的な観点と、発電事業者の負担との関係

で、これを自己計画電源としていいのかどうかというところは、いろいろ事情とかそうい

うのが発電事業者にあると思うので、そういうところを考慮しながら慎重に進める必要が

あるんじゃないかなと思いました。 

 そういう理解でよろしいのでしょうか、という質問でした。以上でございます。 

 

○金本座長 

 ありがとうございます。小宮山委員、お願いをいたします。 

 

○小宮山委員 

 小宮山です。ご説明ありがとうございました。私も、今回ご提示された方向性に全般的

に賛同させていただきます。 

 私からは１点だけ、コメントなんですけれども。今、ちょうど横山先生からご指摘いた

だいた点と重複するポイントなんですけれども、時間前市場における扱いに関して、スラ

イドの、こちらに今ちょうど表示していただいている 32枚目です。需給状況に大きな変化

がない限りは、この記載のとおり、恐らくＳＣＵＣ・ＳＣＥＤ、どちらかというとＳＣＥ

Ｄのほうで出力配分が決まる形になると思うんですけれども、ご指摘のとおり、電源態勢

があまり異なるということは恐らくないであろうと推定はされるんですけれども。 

 先ほど横山先生もおっしゃったとおり、需給状況に大きな変化がある場合、例えば再エ

ネの出力予測で大外しをした場合、やはりそうした可能性というのも、確率は非常に低い

んだとは思いますけれども、起き得る可能性もあると。やはり、そうした確率の非常に低

い、需給状況に大きな変化が起こり得る場合は、この最低出力まで自己計画電源、これを

入札することは、かなり必要になる、恐らく状況になるのではないかと思います。この点

をどういうふうに、実際に今後制度設計を詳細化していく際に扱うのか、少し慎重に検討

することが大事なのではないかとも思っている次第でございます。 
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 以上がコメントとなります。ありがとうございました。 

 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。その他にございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、幾つかご質問が出ていますので、事務局のほうからお答えできることはお答

えをお願いいたします。 

 

○長窪制度企画調整官 

 本日もいろんなご意見を頂きましてありがとうございました。まずは確認あるいは質問

事項についてお答えできればと思います。 

 最初に松村委員から、優先給電ルールの考え方に関するご確認をいただいたところでご

ざいます。現行の優先給電ルールの考え方を踏襲するとか従うなどと書いてあるのは、こ

れはあくまでも現行はそういう優先給電ルールの考え方になっているからであって、今後、

その優先給電ルールが合理的かというのは、同時市場の検討とは独立で検討する余地があ

って、そちらで別の整理になれば、それを取り入れるということもあるのではないかとい

うことでございますが、これは全くご指摘のとおりだと思っております。 

 優先給電ルールの考え方については、優先給電ルールに限らず、系統制約に基づく出力

制御ルールも同じだと思っておりますけれども、同時市場の検討の中だけで完結する問題

ではないと思っておりますから、この同時市場の検討の外で何らかの議論が行われて、そ

れで変更されたという場合には、その都度同時市場側はそれを前提に、では同時市場はど

ういう在り方が合理的かということを検討していくということだろうと思っております。

なので、ご指摘のとおりかなと思っております。 

 また、横山委員、小宮山委員から頂いた点ですが、時間前市場のＳＣＵＣが、需給の状

況が大きく変わらない限りは同じような結果になるはずということについて、横山委員と

小宮山委員お２人から、需給の状況が変わる場合には電源態勢が変わるので、時間前市場

において自己計画電源として約定結果を固定することについては慎重に検討すべきという

ご指摘を頂きました。 

 元々の発想といたしましては、例えばＰＪＭでも、セルフスケジュールは、５割強ぐら

いはセルフスケジュールで市場に入ってきていることがあると思っており、一定程度が自

己計画電源として固定されても問題はないのではないかと思っておりました。また、今の

事務局の整理でも、その１つ前のＳＣＵＣで、自己計画電源の制約が求められることにな

った場合には、制約されるということになります。その場合には、時間前市場で最低出力

分を自己計画電源で固定することもできないので、その点も考慮すると、自己計画電源に

変更する方法で対応することが考えられるのかなと思っていたところではあるのですけれ

ども。 

 そういうような形で本当に足りるのかどうかということで、１つ前のＳＣＵＣから、電
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源態勢ががらっと変わるということも、場合によってはあるのかもしれませんし、これか

ら技術検討をさらにしていただくところだと思っていますが、どの地点で制約を発動させ

るべきかというような、予測に関わるところでもあると思いますので、この点は慎重に検

討が必要というのはおっしゃるとおりかと思いました。ありがとうございます。 

 それから、頂いたコメントについて、可能な範囲で若干コメントをさせていただきます。

まず最初に、新川オブザーバーから頂いた、成り行き買いのような量だけを登録する買い

入札の方法については、売り切れが発生した場合のようなことも考えると検討が必要なの

ではないかというご意見を頂いたと思います。 

 これは確かに、同時市場の議論のきっかけとなった 2021年の１月の市場高騰でも、市場

で売り切れが生じて、それで買い入札価格で市場価格が決まるというような状況になって、

市場価格がスパイラル的に上がってしまったというようなことがあったわけでございます

ので、同時市場では、なるべく売り切れみたいなことが起こらないというようなことを想

定しつつ、今後、価格の入札方法をどう考えるのかという点について検討が必要というの

はご指摘のとおりかなと思いました。 

 次に、山本オブザーバーから、起動に長時間を要する電源の起動指令について、週間Ｓ

ＣＵＣの結果に基づいた起動の通知と考えたほうが適切なのではないかというようなご意

見を頂いたところでございます。 

 この点についても、今後検討が必要というのはご指摘のとおりかなと思っておりますが、

この場合には、前日以前に起動を指令ないし通知するということを、それは一体どういう

性質のものかと考えるかにもよると思っています。例えば、安定供給のために、今で言え

ば系統運用者が指令をするということなのか、それとも、週間市場みたいなイメージで、

起動したほうが経済的だから起動してくださいというふうに通知するのかといったような

ことにもよるのかなと思っております。その点も考慮しながら、結論としてはご指摘のと

おり、今後市場の役割を整理する中で、誰が指令あるいは通知をするのかということは検

討していく必要があるのかなと思いました。 

 それから、五十川委員から特に２番目にご指摘いただいた点について、私としては非常

になるほどと思ったところですけれども、任意セルフとか絶対セルフというふうに、前回

セルフ電源についての区分が示されたところですが、これは零か一かじゃなくて、実際に

は稼働の必要性みたいなものに応じて連続的に分布しているはずであって、こういったも

のの最適化というのが、複雑な問題としてはあると。今回の提案はそれを現実的な範囲で

扱うこととしたものだ、というご指摘があったのですけれども、これはまさにおっしゃる

とおりかなと思っております。 

 今回、事務局の整理の最後のほうで、発電事業者が自己計画電源について電源情報を登

録する時に、Ｔｈｒｅｅ-Ｐａｒｔ情報について、低価格で入札をすることによって、そ

の発電事業者から見た稼働の必要性みたいなものも織り込むことができるようにしてはど

うかというふうに整理をさせていただいたのは、まさにその点に関するものなのかなと思
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っているところでございます。そういったことも考慮したほうが、かえってその時の状況

をよく反映したメリットオーダーにはなるのではないと思っているところでございます。 

 また、ＪＥＲＡ東谷オブザーバーからはたくさんご指摘を頂いていて、特に検討上留意

してくださいというふうな形で御意見を頂いた点については、ご指摘のとおりかなと思っ

ております。ちょっとコメントをさせていただきたいと思ったのは、自己計画電源につい

てアップリフトの対象とならないとしつつ、25 ページを見ると、出力配分可能領域につい

てはアップリフトの対象になる場合もあるではないかというようなことでございます。 

 これは、ＰＪＭとかでも、ディスパッチャブルで出されたものについて、本当は約定す

るのに約定しなかったということがあるとすると、その持ち下げ部分が逸失利益としてア

ップリフトの対象になるということでございまして、これが同時市場でどういうことにな

るかというと、普通に考えると、本当は約定するのに持ち下げられているというのは、調

整力で取られていて、調整力の逸失利益のところで、基本的には考慮されるのかなと思っ

ておりますので、今回、資料の本文のところでは書いていないということでございます。 

 ただ、今回御提案した方法は、自己計画電源についても場合によっては市場計画電源と

横並びで抑制するとしています。それも、その後いつまた自己計画電源に戻せるのかにつ

いては、今のところまだ検討ができていません。つまり、自己計画電源が、市場計画電源

と、それ以降の市場において横並びで扱われるということだとすると、そういう場合にど

こまでアップリフトの対象にならないということにするのかというのは、もう少し丁寧な

整理が必要というのはご指摘のとおりかなと思いました。 

 また、運転パラメータについても、個別調整は個別調整でかえって負担が大きくなるか

もしれないというようなご指摘を頂いたところですけれども、これは別に、無理に個別調

整を増やそうとしているわけではなくて、今の電源運用の実態になるべく合わせた実運用

にしたらいいのかなと思っていたところではあります。ではありますが、ご指摘を踏まえ

て検討していきたいと考えております。 

 あと、時間前同時市場の入札について、ΔｋＷについても考えてくださいというような

ことで、それが明確になった後で、精算方法について改めて考えてくれというところでご

ざいました。この点もご指摘のとおり、今回 kWh についてお示しをしたところでございま

して、ΔｋＷについても、これまで技術検証の資料でも示されてきたとおり、基本的には

差分精算をするのかなと考えておりますが、引き続き検討が必要かなと思っております。 

 市村委員から頂いた、個別調整についてどういう権利義務関係になっているのか、そこ

は検討が必要という点があって、ここはまさにご指摘のとおりかなと思いました。特に、

個別調整をする場合にどういう形で精算をするかというのは、確かに検討が必要な論点か

なと思ったので、今後検討していきたいと思っております。 

 野澤オブザーバーから頂いた、自己計画電源の抑制について、運転制約というのはここ

で書いている以外にもいろんなものがあって、タイミングによってはマストランに近い制

約がかかるものがたくさんあるという、これもまさにご指摘のとおりかなと思います。ど
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ういう運転制約を認める必要があるかというのは、今後の検討と考えており、いただいた

御意見も踏まえて検討していきたいと考えております。 

 ということで、頂いたご意見については以上のように今のところは考えております。あ

りがとうございます。 

 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。今ので、ちょっと私自身が疑問に思ったことがあって。 

 １つは、横山委員などのご指摘で、32 スライドのところで、市場状況が変化した時に、

そのままじゃいけないケースがあるのではないかというところです。それについて、先ほ

ど野澤オブザーバーのほうからで、運転パラメータを変えることができるので、前日市場

で出したパラメータで約定して、それでやりたいといった時に、それが変わると困るよう

な時については、運転パラメータの最低出力を調整するとか、そういう対応もできるのか

なと思っていて。別に自己計画電源にしなくても、いろんな対応ができるのかなと思うん

ですね。 

 ただ、それでやると、例えば最低出力を上げると約定しなくなる可能性があって、前日

市場で約定していたんだけれども、全部ゼロベースで時間前市場をやると、全然発電でき

ないみたいな、そういうのをどう考えるかという問題も発生するかなと思っていまして。

その辺、もうちょっと検討しなきゃいけないのかなと思いました。 

 あとは、成り行きをどう考えるかということですが、ＪＥＰＸでは新しい約定エンジン

を入れましたので、成り行きを導入することも可能になっていると私は聞いています。こ

の辺は、違っていれば國松オブザーバーから後で指摘を頂きたいんですが。 

 ですから、成り行きで入れることは自然なことで、それについてどういうふうな対応を

取るかというのは、成り行きを認めないというよりは、アメリカだと上限価格を決めたり

していますし、あとはスケアシティープライシングとかも入っていますので、その辺も含

めて考える必要があるかなという気がしました。それについては、特に事務局のほうから

さらにお答えというのはないですね。 

 いろんな論点をありがとうございました。議題（１）については、ご議論はここまでに

させていただきたいと思います。 

 

（２）電源起動・出力配分ロジックの技術検証（検証 A）の進捗報告について 

 

○金本座長 

 それで、次の議題（２）に移りたいと思います。これは、電源起動・出力配分ロジック

の技術検証でございます。この議題（２）につきましては、事務局の広域機関のほうから、

資料４のご説明をお願いをいたします。よろしくお願いいたします。 
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○下根マネジャー 

 はい。広域機関事務局の下根でございます。そうしましたら、２つ目の議題ということ

でございまして、電源起動・出力配分ロジックの技術検証（検証Ａ）の進捗（しんちょく）

の報告について、説明のほうをさせていただきます。 

 右肩２ページでございますが、これまでも技術検証会の成果ということに関しましては、

都度ご報告差し上げてきたというところでございます。前々回、前回にも項目の進捗のほ

うをご報告したところ、今回に関しましては、矢尻のほうに書いてございますように、⓪

基本ロジックの構築の検証、そして②週間運用を可能とするＳＣＵＣロジックの検証を実

施したというところでもございますので、こちらの内容に関しまして、ご報告のほうをさ

せていただければと考えているところでございます。 

 検討状況の概要に関しましては、その一覧表に関しまして、⓪と②を扱うということを

書いているだけということでもございますので、こちらのほうはちょっと割愛させていた

だきまして、早速、第２章から、⓪、基本ロジックの構築に関する検証内容についてご報

告のほうをさせていただきます。 

 ９ページでは、これまでの振り返りも含めてではございますが、⓪は基本ロジックとい

うふうに書いてございますように、こちらはそもそも、電中研さんがお持ちのベースロジ

ックが、どういったスペックがあって、どういった結果が出るのかをまずは確認しようと

いうところで、当初より検証してきた項目でもございます。こういった中では、妥当な結

果が出てきているということを確認してきたというところでございます。 

 一方で、やはり継続課題と考えてございましたのが収束性、計算時間が長くかかるとい

うところだとも思ってございます。そういったところをどのように収束性を高めるのかで

すとか、あるいはベースロジックに追加する形で、さまざまな火力の応答特性のモデル化、

そういったところも可能な限り増やせないか、今回検討のほうを行ってみたというところ

でございます。 

 ではまず１つ目、収束性を高める工夫でもございまして、こちらに関しましても、以前、

大きくは３つのアプローチがあるのではないかと示してございました。１つ目が、解く問

題を簡単にするという話。２つ目がソルバーのパラメータを調整するという話。３つ目が、

力業ではございますけれども、計算機自体を高性能にする、そういった方法もあり得ると

いうところでございます。 

 今回、この３つに関しまして、どういった対応が考えられるのかを検証したというとこ

ろでございます。まずは 12ページ、１つ目の問題の簡単化、こちらは、ＳＣＵＣで解く最

適化問題に関しましては、やはり一般的には、非線形な要素があればあるだけ解くのが難

しくなるというところでもございますので、そういったところを線形的な問題に置き換え

るというところで、収束性が高くなる特性があるというところでございます。 

 具体的には、例えば火力機の燃料費特性ですとか、起動停止というところを厳密に扱お

うと思いますと非線形になるというところではございますが、こういったところを、収束
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性を高めるに、いったん線形的な特性として簡単化して解いた上で、その結果をもとに詳

細な特性を模擬して最適化を行う、そういった２段階の最適化も、一つのアプローチとし

ては有効ではないかと考えているところでございます。 

 13 ページがその一例でございます。先ほども申しました、本来非線形の燃料費特性をい

ったん線形に置き換えて解いた上で、２段階目におきましては、その状態で解いた起動停

止状態を固定した上で、精緻な燃料費特性を扱ったと、そういったところも模擬してみた

というところでございます。 

 こちらの下のところに結果のほうを書いてございますように、やはり一括で解くことに

比べますと、収束性、計算時間自体は相当短縮できるというところではございます。一方、

一括で最適化していないというところもございますので、そういったところから、最適化

を取りこぼす特徴も見受けられたというところでございます。こういった特徴を有すると

いうところでもございますので、こういった方法、２段階の最適化に関しましては、そも

そも一括最適化が難しい、そういったケースに関して適用を考える、そういった手法なの

かなと考えているところでございます。 

 続きまして、ソルバーのパラメータ調整でございます。こちらも完璧なファインチュー

ニングを行ったというわけではございませんで、あくまでも 14ページに載せてございます

ところが、商用ソルバーでございますＧｕｒｏｂｉの代表的なパラメータで、こういった

ところを、各要素を少し振ってみたらどういう傾向になったのかの感度分析を行ったとい

うところが、今回のご報告の趣旨でございます。 

 17 ページ以降にその結果を載せているというところでございまして、例えば、線形最適

化手法に関しましては、双対単体法ですとか内点法、そういったところへ変更することに

よる収束性の向上が見受けられたというのが１点。最適化の戦略に関しましては、あまり

これだというようなパラメータがなかったというところでございます。 

 ３つ目に関しましては、ヒューリスティクスというところでもございまして、こういっ

たところに関しましても、探索の時間を増やすというところで収束性向上の効果が期待さ

れる。そして、カットに関しましても、カットを多めにやるほうが収束性が向上するかと

いうところも見受けられたというところでございます。 

 ただ、こちらも先ほど申しましたように、感度分析でもございますので、では例えば、

この項目の良かった結果とあの項目の良かった結果、そういったものを組み合わせたとし

ても、必ずしもよりよくなるとも限らないというところでもございます。こういったとこ

ろ、パラメータ同士が影響を与え得るというところにも留意が必要かと考えてございます。 

 このように、実際に実装するに当たりましてはファインチューニングも必要になってく

るのかなというふうにも考えてございますが、そういったところは、今後の詳細設計の段

階の話かなとも思ってございまして、今回におきましては、こういった収束性向上の可能

性が見受けられたというところをもって、その成果というふうにさせていただいたという

ところでございます。 
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 ３つ目に関しましては計算機の高性能化でございまして、こちらは、技術検証会におき

まして、小宮山委員にもご協力いただいて検証した内容でもございます。具体的には、小

宮山委員が有してございます、高性能で高速な計算環境におきまして同じ問題を解くとい

う過程におきまして、双対ギャップの目標精度を、電中研さんが実施されているところよ

りも 10倍以上精度を高くして回してみたというところでもございます。そういったところ

も、同時間程度でも解けたというところでもございますので、そういった意味でも、やは

り計算機の高性能化も収束性向上の鍵になるのかなと考えているところでございます。 

 続きましてが、火力機の応動特性のモデル化でございます。こちらは 22ページ、以前お

示しした方向性ではございますが、ＳＣＵＣロジックにおけます電源運用制約への対応と

いたしましては、大きく２つの方向があり得るかと考えております。制約を直接的にロジ

ックに組み込むという方法もあれば、やはりなかなか個別性が強くそういったものが難し

いという話であれば、事業者の判断・申告によって、別の制約で、例えばｋＷ制約あるい

はｋＷｈ制約という形に置き換えていただいた上で組み込む、そういった間接的な方法も

あり得るということをお示ししたところでございます。 

 こういったところは、できる限り直接的なロジックに組み込むほうが精緻かというとこ

ろもございますので、このあたりは、まだモデル化できていなかった代表的な特性として、

今回、起動停止カーブならびに出力帯ごとの特性、そういったところのモデル化のほうを

検討したというところでございます。 

 まずは起動停止カーブのモデル化というところでもございまして、イメージといたしま

しては 23ページのイメージで描いてございますように、実際の発電機の挙動といたしまし

ても、起動完了する前のコマあるいは停止を開始した後のコマに関しましても、系統に並

列している限りにおきましては一定程度の出力がなされるのだというふうにも考えてござ

います。こういったところもしっかり精緻に模擬した上で、他の発電機等も含めた需給バ

ランスの一致は図る必要があると考えているところでございます。 

 こういったところを、ロジックを構築してみた上で、実際に石炭機等々で模擬してみた

時にどうなったのかを示しているというところでございます。こちらは、ケース１、２、

３でこういった起動停止の時間を少しずつ長くしたケースでもございまして、やはり起動

停止の時間が長いイコール他のコマに影響を及ぼすところが増えるというところでもござ

います。そういったところから、多少なりとも計算時間の増加があったというところでは

ございますが、現実的な範囲内なのかなというところで、十分収束するかということを確

認したというところでございます。 

 また、出力配分の結果に関しましても想定どおりかというところで、先ほどもお示しし

たように、停止をしてからの数コマ分、あるいは起動する前の数コマ分、実際に出力がさ

れており、他の発電機ともバランスが取れているということが確認できたというところで

ございます。 

 続きまして、出力帯ごとの特性のモデル化でございまして、具体的にどういったものを
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モデル化したのかのイメージが下のところでございます。実際の発電機の挙動といたしま

しては、左下のモデルにも描いてございますように、とある出力帯、ここでいうバンド１

に関しましては、一定の変化レートがある。そこから次の出力帯に行こうと思いますと、

切り替え時間という形でキープタイムが存在するというところで、そこを時間経過した上

でバンド２の領域にたどり着きますと、今度はまた新しい変化レートになるというところ

でございます。 

 こういった複雑な挙動を模擬すべく、右下に描いてございますような仮想バンドとか、

そういったものを活用したモデル化ということを考えてみたというところでございます。 

 こういったところは、モデル化としてはこれで回るだろうというふうには考えてござい

ますが、一緒に扱う変数の数がちょっと多くなり過ぎるかというところもございまして、

そういったところは、冒頭にも申しましたように、一括で最適化することが困難になるこ

とが想定されたというところでございます。 

 そういったところもございますので、先ほどもご紹介した２段階の最適化で、イメージ

としては下のところに描いてございますように、最初の１回目に関しましては一般的な変

化レートのカーブで計算のほうを行いまして、それによって起動停止が固定されますと、

精緻な切り替えカーブに置き換えるという、そういったロジックを構築してみたというと

ころでございます。 

 こういったところを、28 ページにも書いてございますように、日本全国のうちエリア単

位、９ノードで扱った時の挙動の確認と、ノード単位で扱った時の挙動の確認を行ってみ

たというところでございます。30 ページが、まず９ノード、エリア単位の検証でもござい

まして、こちらでお示ししてございますのが収束性の話でございます。こちらも定性論ど

おりといえば定性論どおりではございますが、一括で最適化するのに比べますと、２段階

最適化のほうが計算時間が短縮できているということが確認できたところでございます。 

 また、先ほどのバンド制約というところに関しましても、しっかり模擬できたかという

ところでもございまして、見方といたしましては、左がバンド制約を考慮しない時の挙動、

右側が制約を考慮した時の挙動で、先ほどもありましたとおり、切り替え時間、キープタ

イムに関しましては、本来的には調整力の出力が不可能になるというところでもございま

すので、そういったところは計上可能な調整力という形で適切に模擬されているというと

ころでございます。 

 続きまして、ノード単位で検証したのが 34ページでもございまして、こちらのほうがよ

り本質的なところの示唆が得られたのかなと思ってございます。やはり日本全体の電力系

統ということも模擬いたしますと、そこにバンド制約を考慮した上で一括最適化を図ろう

と思いますと、そもそも収束しない、回らないという結果が得られました。そういったと

ころに鑑みて、２段階最適化ということを適用いたしますと、今回、一番下の１-３とい

うところに書いてございますように、解が得られたというところが、成果として最も有益

だったのかなと考えてございます。 
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 つまるところ、そもそも一括最適化ではロジックとしてはなかなか難しかったところが、

ロジックとしての実現化の目途が立ったというところだと考えているところでございます。 

 こういったところの結果をもちまして、電源運用制約に関しましては一定程度対応の見

込みが立ったと考えているというところでございます。こういった内容に関しまして、技

術検証会のほうでもしっかりご議論いただいたというところでもございまして、今後の進

め方に関しましては、収束性を高めるためのパラメータ調整ですとか、モデル化に関しま

して、幾つか示唆を頂いたというところでもございまして、今後の実装にしっかり活かし

ていきたいというふうには考えてございますが、まず検証という過程におきましてはいっ

たん完了と考えているというところでございます。 

 続きましてが、②の週間運用を可能にするロジックでございまして、こちらの方向性自

体は以前お示ししたところで、こちらも１週間単位を精緻に回そうと思いますと、やはり

計算時間がかかって仕方がないという話かというふうにも考えてございます。この点は、

下の図に描いてございますように、例えば前半の３日間は精緻に行った上で、後半の４日

間は粗くする、そういったロジックを構築して回してみてはどうかということを確認して

みたというところでございます。 

 こちらも、先ほどもございましたとおり、エリア単位かノード単位かというところで検

証のほうを行ったというところでもございまして、まずはエリア単位の検証の内容のご報

告でございます。44 ページに書いてございますのが、収束性、計算時間の評価でございま

して、こちらも想定どおりで、後半を粗くすることによって計算時間自体は大幅に短縮で

きたというところでございます。 

 一方、後半を粗くすることによる悪影響はなかったのかという評価が 46ページ以降だと

いうところでもございます。この点、左下の需給バランスに描いてございますように、

元々30 分コマのところを４時間コマに平均化しているというところでもございますので、

些かカクカクした形になりますが、ただ、こちらはｋＷｈ自体も平均化した形になってい

るというところでもございますので、そういった観点からは、右の図、発電量ですとかコ

ストに与える影響はほとんどなかったというところでございます。 

 また、週間運用の主たる目的でございますが、揚水の水位管理に関しましても、当然後

半の揚水の水位が粗くなるということ自体は自明ではございますが。こちらも一日の始ま

りでございますとか終わり、そういうところの管理目標値を把握するのに関しましては、

こういった粒度でも十分かということが評価できたというところでございます。 

 １点、少し課題かなというところが見受けられたのが、48 ページでもございまして。先

ほどもございましたように、各 30分コマをｋＷｈとして平均化したというふうになります

と、左下の図にも描いてございますように、とあるピーク帯、ｋＷが取り漏れる可能性が

あるのかなというところが顕在化したというところでございます。 

 この点に関しましても、同時市場におきましては、週間のＳＣＵＣというところは毎日

回す予定でもございますので、そういったところを、いずれ３日以内、精緻なゾーンでピ
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ックアップができるかなと考えますと、そこから対応しても間に合うかという考え方もあ

れば、あるいは４日目以降のロジックにおきましても、全てが全て４時間で平均化する必

要があるかと考えますと、こういったピーク帯に関しましては、例えば１時間ぐらいの精

緻な粒度、他の時間帯は６時間ぐらいの粒度というところで、そういったことを使い分け

るということをすれば、ロジック上問題はなくなるかという、そういった示唆も得られた

というところでございます。 

 50 ページはノード単位の結果ではございますが、傾向としては先ほどのエリア単位の検

証と同様であったというところでもございまして。計算時間が短縮できたという話と、先

ほどのバランスとコスト等の評価に関しましても、傾向は同じであったというところでご

ざいます。 

 こういったところの結果に関しましても、技術検証会のほうでご議論いただいたという

ところでもございまして、先ほども申し上げましたとおり、ピーク需要に合わせた供給力

を確保する工夫で、やはりいろいろ示唆を頂いたというところではございますが、そもそ

も目的としてございましたような計算時間の短縮効果ですとか、週間運用の主目的でござ

います揚水水位の管理・ロング機の起動も一定程度満たせるかということが確認できたと

いうところでもございますので、こちらも検証Ａとしては完了かと考えているところでご

ざいます。 

 そういったところでまとめさせていただいたのが 55ページ以降でございまして、前々回、

前回、そして今回というところで、検証項目の進捗のほうをご報告させていただいたとい

うところでもございます。これまで提示してきておった検証項目の⓪から⑦というところ

に関しましては、一通り完了したのかなと考えているというところでございます。 

 一方で、であれば技術検証会を閉じるのかというと、そんなこともないのかなというふ

うにも考えてございます。これまでもお示ししてきた方針でもございますけれども、今後

同時市場の導入に向けた検討ということは本格的に行っていくフェーズになるのかなとも

思ってございますので、逆に技術検証等に関しましてはより一層重要になってくると考え

ているというところでございます。 

 そういった観点からは、やはり技術検証会に関しましても、引き続き継続的に開催した

上で検証を進めていきたいと考えてございまして、まずもってはこういった課題がまだ残

っているかという観点で着眼したのが大きく２つです。 

 ⑧の項目に関しましては、こちらは先ほど来ご議論いただいてございましたように、自

己計画電源等に一定の制約を課すロジック、そういったところをちゃんとロジックとして

精緻に再現できるのか検証したいですとか、あるいは⑨に関しましては、これまで明示的

に扱ってこなかったところではございますが、やはり送電ロスをロジック上どう扱うのか

も検証が必要かなとも思ってございます。こういったところを検証項目に加えた上で、引

き続きしっかりやっていきたいと考えているところでございます。 

 こちらの資料に関しましては、説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 
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○金本座長 

 ありがとうございました。それでは、自由討議、質疑応答の時間に移ります。いつもど

おり、会議室にいらっしゃる方は名札を立てていただき、ウェブの方は挙手ボタンでお知

らせください。順次指名させていただきます。それでは、どなたかございますでしょうか。 

 

○横山委員 

 はい。横山でございます。丁寧、詳細なご説明ありがとうございました。私は１点質問

で、一番最後の 57枚目のスライドの今後の検証というところで、送電ロスを考慮したＳＣ

ＵＣロジックというところです。まず質問は、過去の系統では、このＵＣと、ＳＣＵＣは

やっていないと思うんですけれども、ＥＤ（ＥＬＤ、経済運用）において、損失を考慮し

て計算をされていたのかということです。後で多分損失を損失率か何かで計算して付け加

えられたんじゃないかなと思うんですが、昔はいわゆる最適計算の中に損失を入れていた

のか入れていなかったのかです。 

 今回、入れて少し検討してみようということなんですが、これは、検討してみて昔の損

失の考慮の仕方、最適計算に損失を入れて詳細な計算をしているのではなくて、後で損失

を割り振っているようなことでいいのであれば、それを使おうという、そういう意味での

検討をされるのか。それとも、本格的に本当に損失を入れて最適計算をやるおつもりなの

か。その辺を、ちょっとお聞かせいただければと思いました。以上です。 

 

○金本座長 

 ありがとうございます。その他にございますでしょうか。ＪＥＲＡ東谷オブザーバー、

お願いいたします。 

 

○東谷オブザーバー 

  はい。ＪＥＲＡの東谷です。１点コメントさせていただきます。 

 今回、火力機の代表的な応動特性として、起動停止カーブのモデル化についても検証い

ただきましてありがとうございます。今回の検証では、計算時間および出力配分結果の妥

当性ともに一定の見通しが得られたということで、ひとまず安心しておりますが、実運用

では機器の状態によってユニットごとに起動カーブが複数存在しますので、その使い分け

を含めて実務に対応できるのか、今後の詳細検討の中で深堀りを進めていただければと思

います。以上になります。 

 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。秋元委員、お願いいたします。 
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○秋元委員 

 はい、秋元です。ご説明いただきましてありがとうございます。また、大変な作業をさ

れていると理解しています。成果も上がっていて、感謝申し上げたいと思います。 

 その上で、特に今回、週間運用のところで、後半を粗くしてかなりいい結果が出ている

とか、考えるとそうかなと思いつつも、実際にやってみていい成果が出ているかなと思い

ました。起動停止のところについても、詳細についてはこれからさらにということでしょ

うけれども、一定の成果も出て、こちらも喜ばしい感じがしました。 

 前半のほうで、どう最適化、早く計算を解いていくかということで、幾つかのやり方で

トライをされていることもとても重要かと思いますし、私もこのＭＩＰでいろいろ昔解い

た経験からしますと、書かれていることはそのとおりかなと。経験からしても、自分もそ

ういう経験を持っていて、今日ご説明のところも、そういうことになりやすいかなと思い

ました。そういう面ではかなり進展してきていて、ありがたいと思います。 

 ただ、ちょっとこれからということになるかと思いますが、全体像としてどういうふう

に動かしていくのか、実運用になった時にどういうロジックで、どこからどういうケース

だとどういうふうに簡略化をするのか、もしくはパラメータをいじるのか。それぞれのケ

ースについてはご報告がありましたけれども、全体としてどういうロジックを組んで、順

番にどうしていくのか。ただ、時間がない中で計算していかないといけないので、そうい

うルール化みたいなことを、今の段階ではないということは当然よく理解しているわけで

すけれども、少しそういうところを念頭に置きながら全体として仕上げていく意識を持っ

ていただいて、さらに頑張っていただければと思いました。 

 以上です。ありがとうございます。 

 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。その他にございますでしょうか。五十川委員、お願い

いたします。 

 

○五十川委員 

 ありがとうございます。１点、簡単にコメントのみです。 

 非常に精緻な分析をしていただき、タイムコンシューミングな形で検討を進めていただ

きありがとうございます。いろいろな工夫と技術の積み重ねだと思いますし、そういった

形で一定の成果が出ているというのは、極めて有用なことで、改めてお礼申し上げます。 

 今回の検討はそれぞれ工夫があった中で、一つ、テクニック的なことではないのですけ

れども、計算機の高性能化みたいな論点も入っているのが個人的に面白いと思いました。

実際に実装に際してどういった形でそれを、計算機も含めて実装するのかという点は、実

装が近づいてくると絶対に出てくる論点でありますので、こういったものもエビデンスと

して重要ではないかと感じました。 
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 今後の話を 57ページにまとめていただいていましたけれども、おっしゃられたように、

自己計画電源等に一定の制約を課すロジックといった点は、先ほどの資料３においても大

きな話としてありましたので、ぜひ引き続き検討を深めていただければ助かるところでは

あります。 

 私からは以上です。 

 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。その他にございますでしょうか。大丈夫でしょうか。

では、事務局のほうからお願いいたします。 

 

○下根マネジャー 

 はい、事務局でございます。委員の皆さま方、オブザーバーの皆さま方、ご質問ですと

か、今後に向けた有意義なご指摘を頂きましてありがとうございます。まず、横山委員に

頂きました、送電ロスのところに関しまして回答させていただきますと、過去、各エリア

がＵＣとかＥＤＣをやる時に、ロスをどう扱っていたのかというところに関しては、全て

の答えを持ち合わせているわけではないのですが、そもそも送電ロスに関しましては、横

山委員もご存じのとおり、送電線を通った潮流の大きさ次第によって、全体のロスがどの

程度流れるのか、発生するのかが変わり得るというところでもございます。そういったと

ころ、過去のＵＣに関しましては、当然その系統自体を模擬していないということを考え

ますと、一般的には需要の末端というところでロスが一定程度発生するであろうというこ

とを見なしで加算した上で、全体のバランスを整えているというところだと考えてござい

ます。 

 こういったところが、ＳＣＵＣという形になりますと、系統も模擬した上で、そこに流

れ得る潮流というところもＵＣの結果次第によって変わり得るというところで、ロスを精

緻に把握することもできますし、逆に言うと、そこを模擬しないと、実際に混雑が発生し

た時に、本当にそれが制約に引っかかっているのかとか、そういったところもなかなか判

別しづらくなるというところもございます。まずは海外の事例等も含めまして、技術的に

どういった扱いがあり得るのかということを勉強させていただいた上で、何をどこまでで

きるのかという、最後の落としどころといいますか方向性に関しましては、それを踏まえ

た上で考えていきたいと考えているところでございます。 

 続きまして秋元委員、五十川委員、そして東谷オブザーバーに頂いたことは共通的なと

ころかなというふうにも考えてございます。それぞれの項目に関しての成果というところ

に関しましてはご賛同いただいたのかなと思ってございますが、これからという話になっ

ていきますと、やはり実装に向けて全体像ですとか、そういったところ、さまざまな課題

が発生しないのかをしっかり見ていってほしいということだとも思ってございます。 

 東谷オブザーバーに頂きましたところも、ご指摘のとおりかと思ってございまして、実
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際には起動停止カーブというところがユニットごとに違うというところはそのとおりかと

思ってございます。こちらのモデルに関しましても、事業者の方から各ユニットごとに提

出いただいたカーブをちゃんと再現できるようにはしているというところではございます

が、そういったところが、いろんな種類のものが入ってきた時に、果たして収束性がどう

変わり得るのかというところの検証まではできていないというところでもございます。 

 そういったところを今後の全体像という話の中で、実際の系統を模擬してみて、いろん

なケースも回していくと。そういったところの過程におきましても、しっかりと大切に検

証していきたいというふうには考えているところでございます。 

 最後に、一定の制約に関しましても、五十川委員に頂きましたとおり、非常に重要な論

点だというふうにも考えてございますので、送電ロスの話と併せまして、しっかり着手し

ていきたいと考えているところでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

 

（３）市場価格算定方法（検証 B）に関する進捗報告について 

 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。それでは次に行かせていただきまして、次は議題（３）

で市場価格算定方法（検証Ｂ）に関する進捗報告についてでございます。議題（３）につ

きましては、こちらも事務局の広域機関より資料５のご説明をお願いいたします。よろし

くお願いいたします。 

 

○下根マネジャー 

 はい、広域機関事務局の下根でございます。そうしましたら、３つ目の議題ということ

でございまして、市場価格算定方法（検証Ｂ）に関する進捗のご報告をさせていただけれ

ばと考えてございます。 

 こちらは、第 13回の本検討会におきまして、検証Ｂの中間取りまとめの結果の共有です

とか、その時点では未着手であった今後の検証が必要となる論点ということもお示しした

というところでございます。 

 こちらは、前回に関しましてはまずはΔｋＷの市場価格算定に検討着手したというとこ

ろでございました。今回に関しましては２つ目の論点で、地内混雑発生時のｋＷｈの市場

価格に関しまして、そういったところの試算ですとか考察を行ったというところでもござ

いますので、内容に関しましてご説明のほうをさせていただきたいと思ってございます。 

 では、まずそもそもどういった課題だったかということの振り返りでございます。６ペ

ージにも書いてございますように、当然、今後、地内におきましても系統混雑が発生し得

るというところでもございますので、そのためにＳＣＵＣを設けているというところでも

ございます。混雑を発生させないという観点からは、ディスパッチの世界におきましては、



 30 

しっかり混雑処理を行うのだと考えてございます。 

 一方で、精算に関しましては、やはりエリアに１つのプライスだというところの前提で

検討を進めているというところでもございますので、そういった系統混雑発生時に市場価

格をどのように作るのかということに関しましては、海外事例を参考にしながら今後の検

証を進めていくというふうにしておったところでございます。 

 具体的にはということで、大きく２つの案を示しておったというところでもございまし

て、１つがカナダの方式だというところで、カナダに関しましては、ディスパッチ自体は、

当然系統制約を考慮した上でＳＣＵＣを行うというところではございますが、それとは別

にエリア共通の単価を作るということにおきまして、系統制約を無視した、系統制約なか

りせばみたいなところのＳＣＵＣを別立てで回してございまして、そういったところから

単価を算定する方法もあるというところでございます。 

 ２つ目に関しましては、そんなことはせずとも、系統制約を考慮したディスパッチの結

果から、ノードごとのＬＭＰ自体は算定されるというところでもございますので、そうい

ったところをエリアで加重平均すれば、それはそれで一つのエリアプライスではないか、

そういったところで精算する案も、２つ目として挙げておったというところでございます。 

 こういったところを、８ページにも書いてございますように、まずは比較検証という観

点で、東京エリアというところを大きく二分いたしまして、それで混雑が発生した時にど

ういった価格の傾向になるのかを検証していこうというふうにしておったところでござい

ます。 

 ではまず、そういった検証のモデル、どういった状況なのかというところを簡単にご紹

介させていただければというふうに考えてございまして、14 ページに書いてございますよ

うに、大きく東京エリアを２つに区分して混雑を発生させたというところでございます。

こちら、末端側にございます東京の②という系統に関しまして、火力が多い系統になって

いるというところでもございますので、この系統におきまして重負荷期に火力が高稼働に

なりますと、②から①に流れる潮流が運用容量を超過しやすいというところで、混雑の発

生を再現してみたというところでございます。こういったところ、混雑発生が年がら年中

起きているという話ではなく、先ほども申しましたとおり高需要期において発生している

というところでもございますので、年間にならしますと約２％の断面で発生する、そうい

った検証モデルになっているというところでございます。 

 実際に混雑が発生した時間帯を抽出いたしますと、16 ページに書いてございますように、

系統制約を考慮したロジックに関しましては、しっかり運用容量以内に収めるようにＳＣ

ＵＣが回っているですとか、一方、系統制約なかりせばというところに関しましては、そ

ういった時間帯におきまして、運用容量を超過しても特に気にせず流すと、そういったロ

ジックを用意したというところで、検証用のモデルのほうを２つ整えたというところでご

ざいます。 

 また、こういった断面におけます火力の稼働状況に関しても確認したというところでご
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ざいます。こちらも、想定どおりといえば想定どおりではございますが、混雑発生時に混

雑処理のほうをいたしますと、混雑系統でございます系統②のほうでは、単価の安い火力

というのは抑制されまして、非混雑側の系統に関しましては単価の高いコンベンショナル

のような火力が焚き増しされているというところで、混雑処理の状況のほうを再現してい

るというところでございます。 

 こういったモデルにおきまして、実際どのような結果になったのかを第２章でお示しす

るというところでございまして、早速結果のほうを 19ページの表のほうでまとめてござい

ます。表の見方といたしましては、左からケース１、ケース２と、上段から混雑発生時、

非混雑時、そしてトータルの期間を表しているというところでございます。 

 このうち、混雑発生時に関しましては、そもそもケース１とケース２では算定方法が違

うというところでもございますので、ある意味では結果が違って当然かと。この結果をも

ちまして、価格が高いから駄目だ、安いからいいという単純な話でもないかというふうに

も考えてございます。 

 どちらかというと、着目いたしましたのが真ん中の非混雑時だというところでもござい

まして。こちらは、非混雑時だと考えれば、ケース１、ケース２で価格が一緒になるのか

なと思っておったところに差異が発生しているというところが何故なんだというところか

とも思ってございますので、こういったところを中心に考察のほうを行っていったという

ところでございます。 

 そこに関係する話といたしましては、地内混雑発生時に新たに発生する市場外補塡（ほ

てん）というところに着目したというところでございます。同時市場におきましては、従

前より左下のアップリフトのイメージと書いてございますように、シャドウプライスが、

限界費用から求めているというところもございますので、なかなかどうして、電源によっ

ては起動費等が取り漏れる可能性があるというところでもございますので、そういったと

ころの取り漏れが生じないように、市場外補塡、アップリフトの仕組みが必要というふう

なことは、以前より整理してきたところでございます。 

 一方で、今回、地内混雑が発生するとなりますと、そこでならしたエリアプライスは、

やはりどうしても真ん中的な、平均的なプライスになってしまうというところもございま

すので、そういったところ、非混雑系統で焚き増しした電源に関しましては、右下の図に

描いてございますが、ピンクの領域、可変費に関しましても取り漏れる領域が新たに発生

し得るというところでもございますので、こういったところが、今回の仕組みによる新た

な市場外補塡なのかなというところで、この領域に着目いたしまして、この領域の多寡の

検証に入ったというところでございます。 

 そちらの試算結果が 24ページでもございまして、こちらは真ん中の段に、従来のアップ

リフトの規模感、そして一番下の段に新たな補塡の規模感というのを示してございます。

こちらは、従来のアップリフトに比べますと、非常に少ない規模感であるというところに

なってございますが、こちらは先ほども紹介したモデルで、今回はあくまでも東京エリア
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の１カ所で混雑が発生する、そういったモデルを再現したというところでもございます。 

 当然、この新たな補塡に関しましては、混雑箇所が２カ所、３カ所に増えていくと増え

ていくという話でもございますので、こちらも現時点での絶対量に意味があるという話で

はなく、どちらかというと左と右を見比べるという観点で、ケース１の新たな補塡とケー

ス２の新たな補塡というところを比べますと、ケース１のほうが新たな補塡というところ

が４倍程度大きいというところもございます。ここが、先ほどの話も含めまして、何故な

のかをしっかり分析すべきかと考えたところでございます。 

 そちらの考察が次の章でございまして、先ほどの新たな補塡をしっかり検証すべく、も

う少し断面を切り分けたというところが下の表でございます。具体的には混雑発生時か非

混雑時か、あるいは混雑系統側か非混雑系統側か、どこで新たな補塡が発生しているのか

に着目して分析したというところでございます。 

 こちらは右側のケース２から見ていただければと考えてございますが、ケース２であれ

ば、混雑発生時の非混雑系統側で新たな補塡が発生しているというところで、こちらは混

雑処理に伴います非混雑系統での焚き増しによる補塡で、これは理屈の上でも整合的なの

かなと考えているというところでございます。 

 一方で、左側のケース１のほうを見ていただければと思ってございます。こちらは混雑

発生時だけではなく、下段の非混雑の時にも新たな補塡が発生しているというところで、

これはやはり相当歪な構造ではないかというふうにも考えてございまして、こういったと

ころの要因分析を綿密にやってみたというところでございます。 

 27 ページがその要因分析の結果でもございまして、調査の結果、分かったことといたし

ましては、よくよく考えてみるとそれはそうかというところではございますけれども、Ｓ

ＣＵＣロジックは、単一コマを最適化しているわけではなく、連続コマで最適化を行って

いるというところでもございます。この点で、とあるコマにおきまして電源の起動がなさ

れますと、その当該電源に関しましては起動を保ったままのほうが経済的だと、そういっ

た他のコマに影響を与えるんだということを考えますと、その次のコマ以降でも非混雑の

断面になったとしても、非混雑断面での電源態勢というところは、系統制約ありせば・な

かりせばのロジックにおいては異なることも当然発生し得るんだというところが見えてき

たところでございます。 

 そうなりますと、先ほどの結果に繋がるのも分かるかなというところでもございまして、

ケース１というところで非混雑時に新たな補塡が発生したのは、そういったなかりせばロ

ジックということを回しますと、違う電源態勢で評価する結果になったというところでご

ざいます。そうしますと、やはり非混雑時において焚き増し電源を補塡するという、本来

あり得ない概念に対して費用の補塡がなされるというところでもございますので、こうい

ったところはあまり望ましくないのかなとも思ってございます。 

 この点、このケース１に関しましては、そもそもはカナダの方式を採用したのであって、

じゃあカナダはなぜこういった問題が発生していないのかということも深堀りしてみたと
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いうところでございます。厳密にカナダの制度というところを改めて考えますと、現時点

におきましては、いわゆるリアルタイム市場に対してのみこういったありせば・なかりせ

ばのロジックを適用しているというところでもございますので、こういったところ、電源

態勢がおおむね固定されたリアルタイム市場のＳＣＥＤであれば特に問題ないのかなとも

思ってございますが、電源態勢が変わり得る場合、ＳＣＵＣに対して適用すると、こうい

った問題が生まれるというのが、見えてきた示唆だというところでございます。 

 こういったところも踏まえますと、当然、日本の同時市場というところは前日から電源

態勢も含めて取り扱うというところでもございますので、そういった制度におきましては、

先ほどのようなケース１というところは、やはり歪な構造になろうかというところで望ま

しくないという評価になろうと思ってございます。実際に起動する電源態勢に基づいて価

格が算出されるケース２というほうが、実態を反映した価格となり、シグナルとしての信

頼性も高いかと考えているというところでございます。 

 また、補論でございますが。この市場外補塡に関しましても、先ほどまでのご議論は、

前日同時市場の一断面のみを対象に検討してきたというところではございますが、当然、

地内混雑ということに関しましても、前日断面で発生して時間前で解消する、あるいはそ

の逆ということも起こり得るということを考えますと、あまり都度都度精算することによ

って不要に増大させるというよりかは、やはり市場外補塡というものの性質を考えますと、

アップリフトと同じかあるいはその一項目として扱うことによって事後的に補塡する、そ

ういった方向性が整合的ではないかと考えているところでございます。 

 今回のまとめと今後の進め方に関しましては 33ページに書いたとおりでもございます。

先ほども申しましたとおり、地内混雑発生時のｋＷｈの価格というところに関しましては、

やはりケース２のほうが合理的かというふうにも考えてございまして、今回の結果として

はそういった形をお示ししているというところでございます。今後に関しましては、残る

論点というところで、約定電源の関係性ですとか、あるいは調整力ｋＷｈ価格等々に関す

る論点に関しまして、しっかり検討のほうを深めていきたいと考えているところでござい

ます。 

 こちらの資料に関しまして、説明のほうは以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。それでは、自由討議、質疑応答の時間に移らせていた

だきます。いつもどおり、会議室にいらっしゃる方は名札を立てていただき、ウェブの方

は挙手ボタンでお知らせください。順次指名をさせていただきます。 

 それでは、どなたかございますでしょうか。ＪＥＲＡの東谷オブザーバー、お願いいた

します。 

 

○東谷オブザーバー 
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 ＪＥＲＡの東谷です。私のほうから１点質問をさせていただきます。 

 前回お示しいただいた資料の 20 ページや 21 ページの例を見ますと、右下の市場外での

補塡額が、ケース１のカナダ方式よりもケース２のＬＭＰ加重平均価格のほうが大きい額

になっております。これは注釈にもあるとおり、起動費それから最低出力費用は無視され

ておりますので、通常の可変費の補塡であると理解をしております。 

 一方で、今回の検証ではたき増し電源への補塡という部分がこの可変費の補塡に該当す

るかと思いますけれども、24 ページを見ると、ケース１のほうが逆に４倍ぐらい大きい額

になっております。ちょっと私の理解が及んでおらず大変恐縮なんですけれども、この違

いについて改めてご教示をいただければと思います。以上です。 

 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。その他にございますでしょうか。よろしいですか。じゃ

あ、事務局のほうからお答えをお願いいたします。 

 

○下根マネジャー 

 はい、事務局でございます。東谷オブザーバー、ご質問いただきましてありがとうござ

います。20 ページと 21 ページで掲げてございました、前回お示ししたところに関しまし

ては、まずは代表的な傾向といいますか一つの断面というところで、混雑が発生した時の

断面のほうをお示ししているというところでもございますので、この点、混雑発生時の価

格如何によって市場外補塡というものは変わり得るというところは、そのとおりなのかな

と思ってございます。 

 一方、今回検証したところといたしましては、20ページ、21ページでは示し切れていな

いような、次のコマ以降の非混雑の時も含めた上での検証結果のほうをお示ししてござい

ます。20ページ、21ページにはない非混雑断面におきまして、ケース１で不可思議な、歪

な構造の流れがあったというところから、結果論的に、26 ページにも書いてございますよ

うに、下段の非混雑時の補塡のほうが規模が大きくなったというところで、先ほどのよう

な４倍になった、そういった傾向が見受けられたというところでもございます。こういっ

たところがまさに、１つの断面だけを手計算しただけでは見えなかった、年間シミュレー

ションをやった上で見つかった傾向なのかなというところで、新たな知見として、今回ご

報告のほうをさせていただいたというところでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

 

○金本座長 

 よろしゅうございますでしょうか。ケース１は結構むちゃなことをしているというか、

系統制約はあるんだけれども無視して、それで最適化をしたんだけれども、こんなものが

できるわけがないということをしたということで、変なことになるのは当たり前というこ
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とでもあるかなとは思います。最適化する時は、やはり系統制約をちゃんと入れた段階で

最適化をしないといけないなというのが教訓だろうと思います。その後にプライシングを

どうするかは、またちょっと別の話かというふうには思います。 

 その他にございますでしょうか。よろしいですか。じゃあ、次の議題に移らせていただ

きます。 

 

（４）同時市場における特殊なリソースの取扱いについて① 

 

 議題（４）は同時市場における特殊なリソースの取り扱いについての①でございます。

これにつきましても、事務局の広域機関から資料６-１、それから資料６-２の説明をまと

めてお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

○下根マネジャー 

 はい。広域機関事務局の下根でございます。そうしましたら、４つ目の議題ということ

でございまして、同時市場における特殊なリソースの取り扱いということで、今回におき

ましては６-１で変動性再エネ、そして６-２で揚水と蓄電池、ここに関して扱ったという

ところでもございますので、併せて資料のほうを説明させていただければと考えてござい

ます。 

 まず６-１でございまして、再エネの話でございます。こちらは右肩２ページに背景の

ほうを書いてございますが、以前の検討会におきましても、一定程度論点のほうをお示し

しておったかなというふうにも考えてございます。具体的には、実需給が近づくにつれま

して精緻になるＦＩＴの予測等々の扱いをどのように考えるのかが検討事項であったとい

うところでございます。 

 また、併せて、火力以外の入札方法に関しましても、再エネに関してはどのようにすべ

きなのかという点も論点であったかというふうにも考えてございますので、今回、現行制

度の特徴も鑑みながら、今後同時市場においてどのような扱いが考え得るのかと、そうい

った場合の課題についても整理を行ったというところでございます。 

 ではまず、現状の変動性再エネの取り扱いと課題を踏まえた上で、第２章の同時市場に

おける取り扱いというふうに入っていくというところでございます。 

 右肩７ページをご覧ください。こちらは以前に分類した整理というところではございま

すが、変動性再エネといいましても、非常に多くの種別がございます。これらを大きく二

分いたしますと、インバランスリスクがなく市場関係なく出力されるＦＩＴ電源等と、イ

ンバランスリスクがございまして市場に統合されるＦＩＰ電源等と、こういったところに

大別されると考えてございます。こういった２つの種別に関しまして、現行制度でどのよ

うに扱われているのかをお示しするというところでございます。 

 まずは、現状のルールの仕組みの簡単なご紹介だというところでもございまして、９ペ
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ージではＦＩＴ電源の制度の概要、全体像のほうをお示ししているというところでござい

ます。こちらのＦＩＴ制度に関しましては、いわゆる全量買い取り制度でもございまして、

ＦＩＴ①であれば小売買い取り、ＦＩＴ③であればＴＳＯ買い取りが主になるというとこ

ろでございます。 

 これを具体的にどのように同時同量計画に反映するのかに関しましては、ＴＳＯからの

計画配分、前日６時の再通知分を同時同量の計画に反映させた上で、以降というところに

関しましては、上振れ、下振れが起きようが、特に計画反映のほうはしてございません。

そういったところの上振れ下振れした分に対しましては、いわゆる調整力での対応ですと

か、優先給電ルールで出力制御を行って対応しているという実態があるというところでご

ざいます。 

 11 ページ以降は以前もお示しした資料でございますので、詳細な説明のほうは割愛させ

ていただきます。今回の新規の内容といたしましては、16 ページ以降に、市場外の優先給

電ルールに関しましても、補足的に扱っているというところでございます。 

 こちらは先ほどの前日６時の再通知以降、実際にどのように市場取引がなされて、かつ

市場外取引がなされるのかをお示ししたというところでもございます。こちらの上段にご

ざいますところの前日 10 時～12 時にかけては、いわゆる市場取引だというところで、ス

ポット市場でも取引が行われるというところでございます。その後、前日の 12時に翌日計

画が策定されますと、そこで提出された計画を用いまして、いわゆる優先給電ルールでの

対応が始まるというところで、前日であれば夕方 17時までにオフライン事業者の出力制御

の指示、そしてオンラインであれば実需給の２時間前ごろに指示を行うと、そういった仕

組みになっているというところでございます。 

 こういったところ、概要に関しましては、これは皆さまご存じのとおりかなとも思って

ございますが、前日に需給バランスを策定した上で、それでも余剰になってくるというこ

とであれば、まずは電源Ⅲですとか、バイオマスの出力制御を行うと。なお下げ調整力不

足になるということであれば、変動性再エネも出力制御に至るというところでございます。 

 こういったところで、先ほどもございましたとおり、前日の 12時をまたぎまして、12時

前の市場取引と 12時後の優先給電ルールがあるというところでもございますので、まずは

ＳＴＥＰ①で、12 時前のスポット取引のところの扱いをご紹介しているというところでご

ざいます。 

 先ほども申しましたように、ＦＩＴ電源①③に関しましては、買取義務者が計画に反映

する必要があるというところでもございますので、ＦＩＴ①の一部でございますところは、

自社供給分というところに宛がわれると思ってございますが、それ以外に関しましては、

基本的にはスポット市場に売電するのかなとも思ってございます。 

 この点は、基本的には 0.01円といった最低入札価格で入札しているかということで、一

般的な断面であれば基本は売り切れるという話ではございますが、こちらはやはり再エネ

が余剰傾向にある断面になりますと、こういった 0.01 円で売ったとしても、0.01 円の札
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だけで全て充足してしまうというところで、そういったケースにおきましては、いわゆる

プロラタ按分で、全量は売り切れず一部しか売れない、そういった状況もあり得るんだと

いうところでございます。 

 こういったところに関しまして、下の図にも描いてございますように、買取義務者とい

たしましては、売れ残ったところが同時同量計画に反映できないと、そういった課題が発

生し得るというところでもございますので、こちらに関しましては、現行の取り扱いとい

たしましては、売れ残った分に関しましては、控除をした上で同時同量計画を策定しても

よい、そういった制度になっているというところでございます。 

 つまり、現行の制度に関しましては、個別の事業者単位で見ますと、一見すると同時同

量計画は達成されておるというところではございますが、実際にはその裏に余剰が残って

いるというところでもございますので、そういったところが、以降の時間帯の市場外取引、

優先給電につながっていくというところでございます。 

 また、というところで、ＦＩＴ電源とは違いましてＦＩＰ電源等に関しましてはそうい

った措置もないというところでございますので、こういったところがプロラタ按分で未約

定になったということであれば、当該事業者が他の売電先を見つけない限りにおきまして

は同時同量計画に織り込めない、それすなわち事業者自ら抑制するというような制度にな

っているところでございます。 

 続きましてが、12 時をまたいだ優先給電ルールの業務フローということの簡単なご紹介

でもございます。これは現行制度のご紹介ではございますが、下の処理フローにも描いて

ございますように、前日の 14 時～15 時というところで需給調整市場の約定処理が行われ

てございまして、それ以降 15 時～17 時という非常に短い時間の中で優先給電に基づく対

応がされているというところでございます。 

 具体的には、例えば②長周期の組み合わせに関しましては、こちらは地域間連系線、そ

ういったところに空き容量があると、そういったところを活用した上で再エネの出力制御

量を下げようというところでもございますので、そういったところを最適に配分する、そ

ういった取り組みがあるというところでもございます。それにより、地域間連系線の量と

いうところが固定されますと、エリア内のバランスの算定に入るというところで、こちら

で再エネ制御量の算出ですとか、制御指示が行われるというところでもございます。 

 やはり、こういった複数のステップが存在しているというところから、現行におきまし

ても相当程度の時間、マンパワーが費やされる、そういった実態があるのだというところ

でございます。 

 24 ページ以降ということに関しましては、そういった優先給電ルールというところが、

実際どの程度増えているのかをお示ししたというところでもございます。数年前に関しま

しては、九州エリアの一部で始まったところではございますが、それ以降各エリアにおき

ましても少しずつ増えているというところでもございまして、24 ページあるいはその次の

ページの 25ページを追っていきますと、年々右肩上がりだというところで、今後より一層
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増えていくのではないかが予見されるところでございます。 

 こういった現行の仕組みということを踏まえまして、現行どういった課題が掲げられて

いるのかを整理したのが次の章でもございまして。先ほども申しましたように、やはり前

日 12時をまたぎまして、市場取引と市場外取引が分散的に実施されているというところが

一つの課題なのかなというふうにも考えてございまして。 

 27 ページに書いてございますのが、そういった再エネの余剰時に関しましては、基本的

にはスポット価格は最低価格である 0.01円付近で約定するのだというふうにも考えてござ

いますので、こういったところ、調整電源・電源Ⅲのような、一定程度の限界費用が存在

する電源に関しましては、それが抑制可能な領域ということであれば、経済差し替えを行

っていただくことのほうが、おそらくは経済的合理的な行動であろうというふうにも考え

てございますし、そういった差し替えの札があるということであれば、そこは約定した上

で、ＦＩＰ電源等のそういったプロラタ按分の減少にもつながるというところでもござい

ますので、そういった形が本来的には望ましいのではないかと考えているところでござい

ます。 

 一方、そうはいっても電源Ⅲの出力制御というのも一定程度存在しているのが実態なん

だと考えてございます。こういった断面では一体どういった状況になっているのかという

ことを改めて考えてみますと、下の図に描いてございますように、そういった電源Ⅲの出

力制御が、ＦＩＰ電源等の未約定ということの後で行われるということを考えますと、ス

ポット市場の断面で電源Ⅲが差し替え札として入っていれば、そういった出力制御に至ら

なかった、そういったＦＩＰ電源の抑制も、一定程度生まれているのではないかというこ

とを考えているというところでございます。 

 また、というところで、31 ページにも書いてございますように、先ほどもご紹介いたし

ましたが、優先給電ルールの処理フローというところが、相当程度時間とマンパワーが費

やされているのかなというところも思ってございます。この点に関しましては、第 55回の

需給調整市場検討小委員会におきましても、そういったところに関して議論のほうがなさ

れているというところでもございまして、こういった中では、やはり優先給電に基づいた

広域的な再エネ出力制御方法の課題が少しずつ顕在化しているのかなということだとは思

ってございます。将来的な再エネ大量導入を見据えますと、やはり抜本的な対応も考えて

いく必要があるかと考えているところでございます。 

 こういったところを踏まえた上で、同時市場においてどのような扱いが考えられるのか

も第２章以降で論じるというところでございます。 

 33 ページでございますが、先ほどの課題１に関しましては、端的に申しますと、同じ時

間帯で扱っていないことが課題なのかなというふうにも考えてございます。この点、同時

市場のＳＣＵＣロジックに関しまして、一元的に扱うという形になれば整合的なのではな

いのかと。 

 そして、先ほど来ご議論いただいてございますように、こういった再エネ余剰時という
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ところに関しましては、やはり一定の制約が必要であろうというふうにも考えてございま

す。こういった一定の制約ということがしっかり正しく反映することができるということ

であれば、こういった断面におきましては、電源Ⅲのような電源に関しましても、やはり

一部の領域というところは、Ｔｈｒｅｅ-Ｐａｒｔ情報に置き換わるというところでもご

ざいますので、そういった中で計算のほうをいたしますと、まずは電源Ⅲの抑制、そして

ＦＩＰ電源、そういった形になろうかというところで、整合的だと考えているところでご

ざいます。 

 加えて、実運用のところに関しましても、そもそも同時市場のＳＣＵＣロジックが、地

域間連系線ですとか、地内の送電線の制約を考慮して最適なバランスを作るというところ

でもございますので、そもそも市場の約定、余剰の断面にもかかわらず地域間連系線の空

き容量がまだ残っていると、そういった状況自体がそもそも発生し得ないのかなとも思っ

てございます。そういった観点からは、現行の長周期の組み合わせですとか、再エネ制御

量の算出の大部分が自動化されるのかなというところで、課題②の解決も図れると考えて

ございます。 

 加えて、優先給電ルールに基づく対応に関しましては、前日で終わりという話ではなく、

それ以降当日にかけてというところで、都度再エネの出力予測ということを更新してござ

いまして、こういったところを時間前同時市場などで扱うというふうにいたしますと、よ

り一層効率的な市場取引と運用になるのではないかと考えているところでございます。 

 そういったところがおそらく仕組みとしては整合的なんだろうと考えてございますが、

やはりそういったところを都度反映するためには何をすればいいのかという観点に立ちま

すと、ＦＩＰ電源であれば発電事業者のほうに自発的に入札していただきたいというとこ

ろでございますし、あるいはＦＩＴ電源①③ということであれば、ＴＳＯからの最新の予

測値に基づきまして、買取義務者に入札を行っていく必要があるかと考えてございます。 

 こういったところにやはり課題が生じるのかなというふうにも考えてございまして、そ

ういった買取義務者が都度の入札あるいは計画見直しに対応できるかといった物理的な課

題ですとか、あるいは現行の制度に関しまして、買取義務者に金銭的負担をかけない制度

になっているというところでもございますので、そういったところも実現できるのかが課

題なんだと考えてございます。こういったところを中心的に、次のところで議論のほうを

行うというところでございます。 

 まずは入札のほうに関する課題でございまして、こちらはＴｈｒｅｅ-Ｐａｒｔの情報

の扱い等を含めて扱っているというところでございます。先ほどもご紹介させていただき

ましたように、ＦＩＴ電源の①③に関しましては、現行のスポット取引をする際には、最

低入札価格、いわゆる 0.01円で入れているのかなとも思ってございまして、同時市場にお

いて入札する際にも同じような方法が考えられるというところでございます。 

 この点は、下のイメージ図にも描いてございますように、同時市場というところに関し

ましてはいわゆるＴｈｒｅｅ-Ｐａｒｔ、３つの項目を扱う必要があるというところでは
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ございますが、こちらに関しましても、不要な項目はそもそもゼロとして入れればいいの

かなとも思ってございます。具体的には、起動費ゼロ、最低出力をゼロにした上で、限界

費用のみ 0.01円というふうに入れる、それで問題ないのかなと考えているというところで

ございます。 

 また、ＳＣＵＣロジックは、そもそも系統制約を考慮するというところから、計算の処

理上はノード単位の売り入札ということが本来的には必要だというところではございます。

一方、買取義務者が、じゃあノード単位で入札することができるかというと、これはとて

も現実的には思えないというところでもございますので、こういったところは現行同様、

買取義務者の入札ということはエリア単位で行った上で、ロジックの中で、ＴＳＯが把握

するような係数に合わせて分配する、そういった方法が合理的ではないかと考えていると

ころでございます。 

 ＦＩＰ電源等に関しましても、基本的には同じ方法でもいいのかなというふうにも考え

てございますが、こちらは、例えばメガソーラーみたいな形ですとか、さまざまな設備形

態が考えられるというところでもございますので、こういったところは必要に応じてＴｈ

ｒｅｅ-Ｐａｒｔの項目を使いたいというニーズですとか、ノード単位で入れたいという

ニーズもあり得るのかなということを考えますと、入札に関しましては選択制にしてはど

うかと考えているところでございます。 

 続いて、前日以降の再エネが上振れした時と下振れした時の入札方法のイメージをお示

しするというところでございます。38 ページに示してございますのが、前日以降に再エネ

出力予測が上振れた際の入札の方法だというところでございます。こちらに関しましても、

特に難しいことをしていただく必要はないのかなというところです。例えば前日 50で時間

前 100 という話になるのであれば、この発電量を更新いただくだけでもいいのかなと考え

てございます。 

 そうしますと、１つ目の議題でも取り扱いましたとおり、ここで電源Ｃというところが

前日で 50 約定しているというところではございますが、このゼロ～100 というところがデ

ィスパッチャブルとして入っていただいているということなのであれば、これは 50～ゼロ

にするというところも、買い入札としてマッチングするという形になろうかと考えてござ

います。 

 この際に、お金の流れとしても整合的かというふうにも考えてございまして、再エネ上

振れ時は基本的には市場価格が低下する断面だと考えますと、この再エネ事業者にとって

みれば、前日の予測をもうちょっと高めておけばよかったというような形で、以降予測精

度を高めようとするインセンティブにつながるかというふうにも考えてございます。ある

いは、この電源Ｃにとってみれば、これは１つ目の議題でもございました差分精算の形に

なるというところでもございますので、下げ調整に応じる対価が支払われるということで、

もうかる構図になるというところでございます。 

 39 ページは再エネ下振れ時の話だというところでもございまして、こちらは先ほどと同
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じといいますか、逆の構図になろうかというふうにも考えてございます。例えば発電量予

測というところが 50からゼロになるという話であれば、それを素直に入れていただくこと

で、今度は単価の高い電源の売り入札とマッチングするのだと思ってございます。こちら

もインセンティブの関係性ですとか、上げ調整に応じる対価という意味では整合的だろう

と考えているところでございます。 

 そういったところもございますので、仕組みとしてはおそらくこれで整合的になろうか

というふうには考えてございますが、やはり最後に残るのは、じゃあ一体誰がそういった

ことの入札をやっていただけるのかという話かとも思ってございます。この点は、ＦＩＰ

電源等の事業者であれば、先ほどもお示ししたように、自らもインバランスリスクを低減

したい、そういったインセンティブも働くのかなとも思ってございますので、こういった

観点から、最新の予測に基づいて都度しっかりとした入札をいただけるのかなとも期待し

てございますけれども、ＦＩＴ電源①③に関しましては、こういったところを買取義務者

として担ってございます小売あるいはＴＳＯがどういった対応ができるのかということだ

とも思ってございます。 

 この点、ＦＩＴ電源③であれば、そもそもこういった仕組みというところがＴＳＯにと

ってもメリットがある話なのかなというふうにも考えますと、整合的なのかなというふう

にも考えてございますが。一方で、ＦＩＴ電源①ということに関しましては、やはり買取

義務者でございます小売に対しまして直接的なインセンティブがないと考えますと、こう

いったところの扱いというのが今後の課題かと考えているところでございます。 

 続きましてが、精算方法に関する課題だというところでもございまして、先ほども申し

ましたように、このＦＩＴ制度というところが、買取義務者に金銭負担をかけない、収支

相償する仕組みだというところでもございまして、これを実現するための手段に関しまし

て具体的に 45ページに書いてございますが、そういったＦＩＴ電源の前日断面の計画時と

実績のぶれというところに関しましては、インバランス精算を行うというところではござ

いますが、こちらはインバランス単価で精算するのではなく、いわゆる回避可能費用で、

スポット価格相当で精算すると、こういった仕組みを入れることによって、買取義務者の

収支はプラマイゼロにする、そういった仕組みになっているんだというところでございま

す。 

 こちらに関しましても、厳密に申し上げますと、小売買い取り分に関しましてはスポッ

トと時間前の加重平均という単価にしているというところ、ＴＳＯ買い取りに関しまして

はスポット価格にしているというところで異なっているというところではございますが、

今回、先ほど来紹介させていただいている仕組みが、前日の同時市場だけではなく、時間

前同時市場も活用しようという仕組みでもございますので、そういった意味では、前日と

時間前同時市場の加重平均にするという方向性のほうが整合的なのかなとも思ってござい

ます。そういった方向にした場合にお金の流れがどうなるのかを、次のページ以降で確認

したというところでございます。 
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 47 ページが、まず前日以降に再エネが上振れした時の話だというところでもございまし

て、こちらのケースに関しましては前日が 50、時間前が 80、実需給が 100だったと、そう

いったケースを示しているというところではございます。左上の図にも描いてございます

ように、前日に 50 売りまして、時間前で追加で 30 売りまして、それでもなお余剰になっ

たところというのは、ゲートクローズ以降に余剰インバランスで精算されると、そういっ

た関係性を描いているというところでございます。 

 こういった３つの取引というところを下の図に描いてございますような電気とお金の流

れに落とし込みまして計算いたしますと、最終的な買取義務者の収支といたしましてはし

っかり相償する、プラスマイナスゼロになるというところで、金銭負担をかけない制度に

なっているということが確認できたというところでございます。 

 続いてが下振れについてという話でもございまして、こちらも同じような計算をやった

というところではございますが、前日が 100、時間前が 80、実需給が 50であれば、前日に

100 売った上で、時間前断面では 20 の買いに該当するのかなと。そして、それでもゲート

クローズ以降下振れしたものに関しましては、不足インバランスという形になろうかとい

うところで、この３つの取引というところのお金の流れということを確認いたしますと、

こちらも同じくプラマイゼロになるということで、整合的ということが確認できたところ

でございます。 

 そういった観点から、50 ページにも書いてございますように、精算方法に関しましては

そこまで大きな課題もないのかということが確認できたというところでございます。 

 最後にまとめというところでございますが、同時市場におきまして再エネを扱うという

ことのイメージというところも全体像を含めてお示ししたというところでもございまして、

先ほども申しましたように、どういった入札をやっていくのかということがやはり課題か

というふうにも考えてございますが、そういったところも含めて、今回、取り扱いという

ところをお示ししたというところが本資料の趣旨だというところでございます。 

 では、続きまして６-２というところで、こちらは特殊なリソースの揚水と蓄電池の扱

いだというところでございます。右肩２ページでございまして、こちらも大規模揚水・蓄

電池に関しましては、以前の検討会におきましても一定の方向性は示しておったというと

ころでもございまして、やはり今後の環境変化等も踏まえますと、積極的に同時市場にお

いても運用する、そういったことを追求したいということを申し上げておったというとこ

ろでございます。 

 一方で、揚水等の保有主体はやはり事業者にあるということも踏まえますと、それを無

償で提供することはあり得ないという話だとも思ってございますので、揚水等を市場で運

用することに対する適切な対価が大事だというふうになっておったというところでもござ

います。今回、そういったところも踏まえた上で、どういった対価性が生まれ得るのかと

いうところを深堀りしてみたというところでございます。 

 まずは、過去から現在にかけてそもそも揚水をどのように運用しているのかということ
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の実態を明確にした上で、揚水を同時市場で動かした時のお金の流れ等々の検討に入って

いったというところでございます。 

 ６ページからでございます。こちらはご承知のところかとも思ってございますが、揚水

等のリソースの、まず最大の特徴といたしましては、やはりｋＷ量の管理だけではなくｋ

Ｗｈの管理というところが、当然火力においても必要な制約ではございますけれども、よ

り一層シビアな管理になるというところが、この揚水等リソースの特徴なんだと考えてい

るところでございます。 

 そういったところはご存じのところと思っておりますが、23 年以前の過去の揚水運用に

おきましては、いわゆる揚水のＴＳＯ運用だというところでございまして、ｋＷ面の話だ

けではなくｋＷｈ面に関しましても、ＴＳＯが池の水位ということも把握した上で運用の

ほうを行っておったというところが過去の運用であったというところでございます。こう

いったところが 2024 年以降は制度が変わったというところで、10 ページ以降に示してご

ざいますように、いわゆる揚水というのはＢＧ運用に変わったというところでございます。 

 ただ、一言でＢＧ運用というふうに申し上げましても、一から十までＢＧが全て管理し

ているかというとそうではないというところだとも思ってございまして、実際のｋＷｈ面

の管理に関しましても、常時水位を把握・管理しているという話ではなく、属地のＴＳＯ

との申し合わせにおきまして、１日１回お互いに水位を認識し合うというところで、こう

いったところは、ＢＧが自分の取引で使った水位というところを除いた残りの量に関しま

して、ＴＳＯが余力としても活用するという、そういったハイブリッド的な運用をやると

いう観点で、こういったようなやり方が取られているというところでございます。 

 また、先ほど紹介いたしましたように、現行におきまして、揚水に関しましては、もう

そういったハイブリッド的な運用になっているというところでございますが、今後導入が

拡大すると見込まれる蓄電池に関してどうしようかということに関しましても、現行制度

の中で議論が進んでいるというところでございます。 

 こちらも、やはり一定程度規模の大きい蓄電池であれば、揚水と同じような扱いが整合

的かというところで、そぅいったところに関しましては、先ほどのようなハイブリッド的

な運用というのも志向していきたいという方向性を示しているというところではございま

すが、一方、あまり大きくない小規模な蓄電池ということであれば、そういったものを含

めて全て中給のシステムにつなぐという話になりますと、やはりなかなか全てをコントロ

ールするのは難しいと、そういった実態もあろうかと思ってございますので、一定の規模

以下という話であれば、こういったところはＴＳＯがｋＷｈを把握・管理しないという話

の中で、ＢＧのほうで池容量といいますか充電容量を管理した上で、ｋＷ面の入札だけい

ただく、そういった方法があり得るんだということでございます。 

 こういったところをまとめましたのが 15ページでございまして、ここで何が言いたかっ

たのかと申しますと、以前の検討におきましては、同時市場における揚水の扱いというと

ころが、市場に任せるかあるいはＢＧが運用するか、この２択であると申し上げてきたと
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いうところではございますが、実際としてはこういった、実は３通りの方法があるという

ことも念頭に置いた上で今後の検討を進めるべきかというふうにも考えてございますし、

今回冒頭にも申し上げましたように、このうちの一番左側で、同時市場による運用という

ことを試行した時にどういったお金の流れになるのかを深堀りしてみたというところでご

ざいます。 

 では、そういった揚水等を市場運用する時の精算や対価について、次のページ以降で説

明のほうをさせていただきます。こちらは、そもそも揚水等のリソースを同時市場で運用

するというのはどういったイメージになるのかということを示しているというところでも

ございます。やはり、そもそも市場に任せているというところでもございますので、この

点は、事業者のほうでＴｈｒｅｅ-Ｐａｒｔの情報、入札情報を作る必要がないというと

ころで、そういったところを作成いただく必要はないというところと、ｋＷｈの管理に関

しましては検証Ａの中でもお示ししたように、週間のＳＣＵＣロジックの中でしっかり水

位を見ていくんだというところでございます。 

 こういった中で、イメージとしては、右下の図にも描いてございますように、市場単価

の安い時間帯におきまして揚水のポンプアップということを行いまして、そしてそれを単

価の高い時間帯で発電するということをすることによって、日本全体の燃料費コストとい

うところを低減する、そういったところに活用するのだと考えているところでございます。 

 こういったところは、単純に言いますと、低需要期と高需要期の需要シフトという関係

性なのかなというふうにも考えてございまして、右の領域に書いてございますように、市

場価格の低減効果と、当然揚水にはポンプロスのデメリットも存在するというところでも

ございますので、ポンプ容量の関係性の中で全体整合的になる断面におきまして、こうい

った取引が成立するということを書いているというところでございます。 

 その上で、ＳＣＵＣロジックの中で揚水をポンプアップ、そして発電するということが、

市場の収支にどのような影響を与えるのかを整理したのが 21ページございます。こちらは、

こういった揚水のようなリソースがなければ、通常のコマであれば発電から市場に渡り、

そして小売に渡る電気の量は、本来的には１対１の対応になるというところで、その際の

お金の流れに関しましても、パススルーでプラマイゼロになるというところが普通の断面

だというところでございます。 

 一方で、先ほどもございましたように、揚水をポンプアップするあるいは発電するとい

う断面になりますと、上の段に書いてございますように、ポンプアップをする断面に関し

ましては、発電から市場に行くほうが、市場から小売に行く量よりも増えるというところ

でもございますので、この断面単独で見ますと、市場の収支ということはマイナスになる

のかなというふうにも考えてございまして。 

 一方で下段に行きますと、揚水が発電しているという断面でもございますので、こちら

になりますと傾向が逆になるというところで、市場の収支がプラスになるのだと考えてご

ざいます。こういったところ、両方のコマを合計いたしますと、当然収支はプラスになる
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のかなとも思ってございまして、こういったところの収支が残る構造が、対価性につなが

るのかなと考えているところでございます。 

 22 ページにも書いてございますように、こういった揚水等が運用された結果として、市

場に収益が残る構造で、この収益というところを原資として対価を支払う構図ということ

が一つ考えられるところでございます。 

 こういった値差取引等に関しましては、理屈の上ではＢＧが自身で運用されても一定程

度同じような効果が得られるということでございますが、ここは期待収益という観点に立

ちますと、やはり日本全国の状況を加味した上で、ＢＧが入札するということはなかなか

難しいのかなというふうにも思ってございますので、そういった、最適なタイミングで活

用できるかという観点でいいますと、市場取引に限って言えば、対価性はやはり同時市場

に任せたほうが上回るのではないのかということを考えているところでございます。 

 そういったところもございまして、24 ページに書いてございますのが、以前の方向性と

同じといえば同じ話ではございますが、今回確認した限りにおきましても、同時市場によ

る運用が全体最適に寄与するのみならず、事業者から見た対価性の面でも合理的なのかな

というふうにも評価し得るというところでもございますので、改めまして、こういった大

規模揚水・蓄電池に関しましては、ＢＧが同事市場による運用を選択し得る仕組みを導入

した上で、市場による運用を積極的に目指すことが望ましいと書いているというところで

ございます。 

 また、ということで、とはいえ、先ほども申しましたように市場取引ではない、例えば

相対取引とかそういったところで、ＢＧの方がＢＧ運用を選択されたい、そういったニー

ズ自体もあり得るのかなとも思ってございます。そういったこと自体は原則自由なのかな

と思ってございますが、一方で、先ほど来ご紹介してございますように、現状の大規模揚

水でございますとか、一部の大きな蓄電池ということに関しましては、真ん中のほうに掲

げてございますようにストレージ式の運用、いわゆるハイブリッド的な運用を志向してい

るというところでもございます。この点、同時市場の導入後に、事業者の方がこういった

リソースに関しまして、市場運用ではなく自分で使いたいという話になりましても、即右

に行くという話ではなく、やはり現行制度の延長線上からも真ん中のストレージ式の運用

になるということがいえるのかなと考えているところでございます。 

 続いての章に関しましては、先ほども申しましたように、やはり選択制なのかなと考え

ますと、実はこういった論点もあり得るかということを書いているというところでござい

まして。具体的には、例えば１つの揚水発電所、１つの池の中に、揚水の発電機が４台程

度存在したという場合におきまして、そのうちの２台を市場に任せた運用、そして２台を

ＢＧが使う運用になったというところで、そういった断面で、どういった形で池の管理を

すべきかという話を書いているというところでございます。 

 先ほども申しましたように、ＢＧ運用に関しましては、例えば相対契約とか市場外取引

という話の中で、そういったところの取引を成立させるために、やはりｋＷ量に関しまし
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てもセルフスケジュール相当の運転がしたいニーズもあるのかなと思ってございますし、

そこにおきましては、当然原資となるｋＷｈ、要は水位に関しましてもセルフ相当の扱い

になるんだと考えてございます。そういった、池の水位に関しまして、一部事業者が使う

領域があるということを考えますと、そこを無視して全てを市場取引で使うということは、

やはり問題が生じるのかなというところを少し考慮したというところでございます。 

 28 ページ目に書いてございますのが、そういったところの課題というのも明記したとい

うところでもございます。やはり、そういった事業者が使う領域ということを無視して市

場の中で全ての領域を使うという話になりますと、先ほどのようなセルフの領域というこ

とを自動で上書きするような形になるのかなというところで、そこに要するコスト、そう

いった非効率性もあるかということで、望ましい状態ではないと考えているところでござ

います。 

 29 ページに書いてございますのが、そうなりますと、１つの池の中で複数ユニットが存

在するという形に関しましては、理想論を言いますと、同時市場による運用かＢＧによる

運用、どちらか一方に寄せるというほうが整合的かと思いつつも、やはりそこは事業者の

ニーズと選択制だと思いますと、先ほども申しましたように、半分半分という形も起こり

得るんだと考えてございます。 

 そういった断面になった暁には、先ほども申しましたように、やはり市場側とＢＧとい

うところで池水位の区分、権利義務ということは明確に区分した上で、しっかり運用すべ

きということを課題として掲げさせていただいているというところでございます。 

 最後に、まとめと今後の進め方でございますが、今回は大きく３つの運用があり得ると

いうところの提示と、市場で運用した際の対価性を中心的に扱ったというところでござい

ます。今後、こういったところの運用、詳細的なところを検討していくにあたりましては、

こういったところをさらに深堀することもあるかと思ってございますが、まずはこのよう

なイメージで、今回の資料をお示しするというところでございます。 

 長くなりましたが、資料６-１、６-２に関しまして、説明のほうは以上となります。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○金本座長 

 ありがとうございました。それでは、自由討議、質疑応答の時間に移ります。いつもど

おり、会議室にいらっしゃる方は名札を立てていただき、ウェブの方は挙手ボタンでお知

らせください。順次氏名をさせていただきます。それでは、どなたかございますでしょう

か。じゃあ、永田オブザーバー、お願いいたします。 

 

○永田オブザーバー 

 はい、電中研の永田でございます。ご説明ありがとうございました。ちょっと私の理解

の確認だけの話なのですが、６-１のほうで現行の優先給電ルールの課題をお示しいただ
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いて、ＳＣＵＣの活用というのがその課題の対策として非常に有用であるというご説明が

あって。これはそのとおりだと理解いたしました。 

 一方で、ＳＣＵＣの中に具体的にどういうふうに、どんな優先給電ルールを落とし込む

かというところは、先ほど松村先生から優先給電ルールのあるべき論はまた別に議論があ

るというご指摘もございましたし、そうした議論も踏まえて、詳細検討の中で具体的なと

ころは詰めていかれるのかなと理解しております。それでよいかということのご確認でご

ざいます。以上でございます。 

 

○金本座長 

 はい。それでは、増川オブザーバー、お願いいたします。 

 

○増川オブザーバー 

 はい。太陽光発電協会の増川でございます。ご説明ありがとうございました。特に、今、

質問がありました、資料の６-１で、変動性再エネの取り扱いについてここまで詳しく検

討していただいたのは多分今までなかったのかなと思うくらいよく検討していただいて、

非常にありがたく思いました。 

 このまとめのページにありますとおり、最初の矢羽根のところで、ＦＩＰ電源等であれ

ば自発的な入札、それからＦＩＴの電源①③に関しても、ＴＳＯから最新の計画配分に基

づいて買い取り義務者の入札あるいは計画見直しを行うことで、現行制度における課題解

決ならびに効率的な市場取引と需給運用が可能。そうだろうな、そういうことなんだなと

よく理解できました。ですので、同時市場を導入することに、再エネ大量導入において同

時市場のメリットというのがある程度明らかになったかなと思いました。 

 一方で、今回のスタディー、検討がどこまで使えるかは分かりませんけれども、現行に

おいても三次調整力②をどうやって減らすかとか、再エネの制御量と最小化というのは大

きな課題になっていますので、今回の検討結果で、一部でも現行の系統運用等でも使える

ようなものがあれば、ぜひそれも検討していただけると大変ありがたいなと思いました。 

 それから、この矢羽根の下から２つ目、「前日以降に」というところですけれども、発

電量を更新することで対応できるということで、ＦＩＰ電源等は事業者が自分でやると。

特にＦＩＴ電源③についても、これはＴＳＯが買い取り事業者になりますので、その都度

対応することが可能なんですが、ＦＩＴ電源①の扱いが非常に大変だというのは、確かに

そうだなと思いました。 

 これはその前のところにも課題としてありましたけれども、ここの検討会、委員会の対

象、スコープではないんですけれども、例えば大量導入小委員会と、再エネ特措法を議論

しているところでご議論いただいて、もちろんＦＩＴ電源①から③に移行することによっ

て不都合とか不利益があるのかどうかも含めてご検討いただいて、場合によってはＦＩＴ

電源③への移行を進めるなどというのも必要かなと思いました。 



 48 

 あと、すみません、これは今回のスコープ外にはなってしまうんですけれども。現行の

制度においても、将来の同時市場においても、やはりできるだけ市場外の取引というのを

最小にすることが重要だなとすごく思いました。できるだけ市場の原理に基づいて約定す

ることをまず最優先して、市場外取引というのを最小限にすべきというのはそのとおりか

と思いますので、その辺も大きな課題かなと思っています。 

 例えばなんですけれども、現行の制度においては売り買いの入札の最低価格が 0.01にな

っていますけれども、それを場合によって下げたらどうなるかなどは、私の想像では下げ

ることによって市場外取引というのは減るのかなと。例えば、ＦＩＰ電源であればマイナ

スになったら約定しないので、わざわざ優先給電ルールで止めるなどというような必要が

なくなるということを考えると、そういったことも一つの、いいか悪いかはここで議論す

る話ではないんですけれども、今後のこの議論の流れとしては、そういったところの検討

も重要な課題になるのかなと思いました。私のほうからは以上です。ありがとうございま

した。 

 

○金本座長 

 ありがとうございました。それでは、小宮山委員が挙がっていますのでお願いいたしま

す。 

 

○小宮山委員 

 はい、小宮山です。ご説明いただきましてありがとうございました。私からは１点コメ

ントでございまして、資料の６-２のほうの揚水・蓄電池に関する資料でございますけれ

ども、右上 24枚目のスライドでご提案されている方向性について、私も同じ意見を持って

いるというところでございます。 

 どちらかといいますと、こちらの下線部で書いてあるところで、揚水は「同時市場によ

る運用を積極的に目指すことが望ましい」という記述で、そうした方向性が望ましいのか

なと思います。一方で、私自身は、揚水利活用、揚水の同時市場での運用によって揚水が

恐らく利益最大化するような形で、同時市場に任せることで最適に運用されるという大変

分かりやすい事例が 17枚目以降のスライドでお示しいただいておりますとおり、積極的に

目指すということでなくても、恐らく自然に、多くの事業者さんが揚水を同時市場に任せ

る形になるのではないかというふうな気もしております。 

 ですので、今回ご提案いただいた方向性として、ＢＧ運用でもストレージ式運用と非ス

トレージ式運用、あと同時市場による運用、この３オプションを基本的には用意して、そ

の中で恐らく自然と多くの事業者さんが同時市場による運用を選択されるのではないかな

と、そういう世界になるのではないかというふうに個人的には受け止めております。 

 私からは以上でございます。 
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○金本座長 

 ありがとうございました。次は市村オブザーバー、お願いいたします。 

 

○市村オブザーバー 

 はい。ありがとうございます。まず、分かりやすくご説明をいただきましてありがとう

ございました。私は、この再エネの取り扱いですね。資料６-１について、先ほどの増川

オブザーバーのお話にも少しかぶるんですけれども、ＦＩＴがあってＦＩＰがあって非Ｆ

ＩＴがある。そういう環境下で同時市場を導入するという、ある意味で私たちは非常に精

緻な議論を今行っていると思いますし、ヨーロッパやアメリカでも、そういうＦＩＴ、Ｆ

ＩＰ、非ＦＩＴがある中で同時市場をやるというのは、ある意味では非常にリスペクトを

持って見られているのかなというふうな印象を持っています。 

 従って、実現に向けてわれわれは最大限努力を傾注すべき前提で、今ご説明いただいた

資料に、ちょっと幾つか私自身も面白いメッセージがあったなと認識しています。これは、

先ほどの 41ページのスライドだったと思うんですが、ＦＩＴ特例の①と③について事務局

のほうの資料に書かれています。再エネの上振れ・下振れの対応で、特例の①と③が、こ

れはご存じのようにインバラリスクがない電源だけれども、③はＴＳＯ側の目線では需給

調整市場の三次の②の量を抑制できるから負担は少ないと、こういうふうに書いてござい

ます。 

 おっしゃるとおりである一方、ＦＩＴ①については小売事業者の買い取り義務になりま

すから、状況が変わってくると。ここは、資料の下のほうに小さくアスタリスクで書かれ

ているんですが、36 年のころには大宗のＦＩＴ電源①が存在しなくなると思われるため、

と書いてございます。これはおっしゃるとおりなんですけれども、36 年はそれでも 10 年

以上先の話なので、これはエネ庁さんの別の審議会の議論であることは百も承知な上で、

やはりＦＩＴ特例の①と③の扱いというのは検討していくのがいいかなと思います。 

 というのは、われわれシステムエンジニアの目線で申し上げると、この時間前の同時市

場のロジック、つまりＳＣＵＣの入札システムをシステム上構築する場合は、やはり極力

電源パラメータの数が少ないほうが、当然ながらコストも時間も少なくて済むわけです。

こちらの検討会でも、将来的には三次の②は〓ターシャリー〓に吸収される前提で議論さ

れた経緯もあります。 

 そう考えると、例えばＦＩＴ特例の③だけであれば、時間前の同時市場ロジック、いわ

ゆるＳＣＵＣのシステム構築も、そういう意味ではストリームライン化できて、同時市場

実現に向けて、私はやはり加速化が図れるんじゃないかなと思っています。 

 私のほうからは以上です。 

 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。あとは、東京ガスの鳥居オブザーバー、お願いいたしま
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す。 

 

○鳥居オブザーバー 

 はい。ご説明ありがとうございました。私は資料６-２の同時市場の運用について確認

したい点が２点ございまして、発言いたします。 

 まず 23ページ目のところですけれども、こちらにＢＧ運用との比較がございまして、そ

この確認です。ＢＧ運用であっても、ストレージ運用のディスパッチャブル領域を池全体

または充電範囲全体に近づければ、同時市場による運用と同じことになりまして、対価性

の差もほぼなくなるのではないかと考えておりますが、こういった理解で正しいでしょう

かという確認が１点でございます。 

 また、２点目は次のページ、24 ページに関するところでありまして。今回、同時市場の

運用対象として、10 メガ以上の専用線オンラインと限定しても、相当多数の導入が、蓄電

池では予測されていると思います。これを全て同時市場による運用とするというのは、計

算負荷の観点から、なかなか難しい側面があるのではないかなと懸念をしております。こ

ちらの 24ページの記載でも、ＢＧが同時市場による運用を選択し得る仕組みを導入と記載

していただいていますが、揚水や蓄電池のセルフスケジュールを含めた運用方法というの

は、あくまでその資産を保有している事業者の自由選択であるべきだと考えております。 

 この点に関しまして、事務局の見解をいま一度確認させていただければと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○金本座長 

 ありがとうございます。次は山本オブザーバー、お願いいたします。 

 

○山本オブザーバー 

 はい、ありがとうございます。送配電網協議会山本です。資料６-１の変動性再エネの

取り扱いに関して、基本的に事務局の整理に賛同したいと思います。 

 時間前同時市場では、最新の需給予測に基づきまして、ＳＣＵＣ結果に応じて柔軟に電

源を運用することが重要と考えております。挙げていただいた課題もありますけれども、

その実現のためにも、ＦＩＴ配分値を最新の再エネ予測に基づき再配分して、その数値を

もって時間前市場でのＳＣＵＣ計算を行うということで、他の電源も含めて実態に応じた

約定結果になるものと考えておりまして、ＦＩＴ配分値を時間前市場ごとに都度見直すこ

とが望ましいと思います。 

 また、資料に記載されていますように、ＦＩＴ配分値の見直しに当たりましては、買い

取り義務者の収支が均衡となるような仕組みについても検討をお願いしたいと思います。 

 私からは以上です。 
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○金本座長 

 ありがとうございます。西浦オブザーバー、お願いいたします。 

 

○西浦オブザーバー 

 はい。日本風力発電協会の西浦です。ありがとうございます。今回は丁寧なご検討、ご

説明をありがとうございました。私からは資料６-１に関して発言させていただければと

思います。 

 基本的に、全般に違和感はございません。若干、コメントのみさせていただけると幸い

です。全て 52ページにまとめられているところではありますけれども、同時市場ロジック

を活用した仕組みのところ、時間前を含めて、時間前同時市場ロジックを活用すると、現

行制度における課題解決ならびに効率的な市場取引、〓事業運営が可能〓になる。再エネ

電源については、制御量の最小化が可能になるということで、これはとてもありがたいこ

とと考えております。 

 次に変動性再エネ電源の入札方法のところですけれども、ＦＩＴ電源①③の市場入札に

つきましては、再エネ発電事業者ではなく買い取り義務者のほうでの役目となりますので、

再エネ発電事業者としては、丁寧に取り扱いをご検討いただいているということ、あるい

は今後ご対応いただくことになる買い取り義務者の方への感謝しかございません。 

 一方、今はもう再エネ自体は大きな流れとして、ＦＩＰ電源等の入札については再エネ

発電事業者等が自発的に行う。もうこれは、今はＦＩＰの制度の導入というところも市場

統合を促す措置として導入されているというところを勘案しても、違和感のないところに

なります。入札に際して、その起動費、最低出力費用の項目費活用や、そのノード単位、

エリア単位での入札が選択可能となっておりますので、この点についても特段違和感はご

ざいません。 

 以上となります。ありがとうございます。 

 

○金本座長 

 ありがとうございます。他にはなさそうですので、それでは事務局のほうで何かコメン

ト等ございましたらお願いいたします。 

 

○下根マネジャー 

 はい。事務局でございます。委員の皆さま方、オブザーバーの皆さま方、大変多岐にわ

たるご意見、ご質問等を頂きましてありがとうございます。６-１と６-２双方に幾つかコ

メントを頂いておったかと思いますので、少し順番を切り分けて回答のほうをさせていた

だきます。 

 まず１つ目の６-１でございまして、永田オブザーバーから頂きましたところは、ＳＣ
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ＵＣが有用なのはそのとおりではある一方、優先給電ルールというところをどうするのか

は今後の課題だというところは、ご指摘のとおりかなと思ってございます。この点は１つ

目の議題でもございましたように、そもそも優先給電ルールがどう変わり得るのかという

こととも整合を図りながらというふうにも思ってございますが、現時点では、ＳＣＵＣロ

ジックの中でも、そこまで優先給電ルールをそのまま再現するというロジックまでは組ん

でいないというところでもございますので、今のまま取り扱うことになりますと、34 ペー

ジに書いてございますように、持っている情報というところが、再エネなのかどうかとい

うところと、単価情報しかないというところでもございますので、おそらくはノード単位

での総量算出までしかできないのかなと。その上で、現行ルールに基づいてどういうふう

に配分するのかは、別のシステムか、あるいは追加のロジック実装か、そういったことが

必要になってくるというところではございますけれども、いずれにせよ、１つ目の議題で

もご議論いただきましたとおり、今後優先給電ルールそのものがどうなるのかということ

とも整合を図りながら、どういったロジックを構築していくのが合理的なのかというとこ

ろも考えていくという話なのかと思ってございます。 

 続きまして、増川オブザーバーあるいは市村オブザーバーから頂きましたところでござ

いまして、今回お示しした方向性というところが合理的ということはご理解いただいたと

おりと考えてございます。その上で、ＦＩＴ①あるいは③の取り扱いに関して言及いただ

いたのだと考えてございます。 

 これも、コメントの中で頂きましたように、本検討会の中で取り扱う所掌の範囲ではな

いというところではございますが、ご指摘自体はおっしゃるとおりなのかなとも思ってご

ざいますので、こういったところは、まずは同時市場で扱うのであればこんな課題があり

得るということを、しっかり課題提起のほうをさせていただいた上で、そういったものを

どのように扱うのかということに関しましては、まさに記載しているとおり、関連する審

議会とも連携しながら対応のほうを考えていきたいというところでございます。 

 もう一点、増川オブザーバーから頂きましたところで、今後、そもそもマイナス価格だ

とか、そういった話もあり得るのではないのかというところも、この検討会の外という話

ではございます。方向性としては当然そういった議論、検討もあり得るのかと思ってござ

いますが、こちらも、以前の検討会の中でもお示ししたように、検討会の対象外で、そう

いったところに関しましては別の会議体で取り扱う整理になっているところでもございま

す。いずれにしろ、そういったところに関しましては、関連するところとも連携しながら

やっていくという話だとも思ってございます。 

 もう一点増川オブザーバーに頂きましたところで、現行制度においても適用できるとこ

ろはやっていったほうが望ましいというところは、これ自体はご指摘のとおりかなとも思

ってございます。再エネの話に限らず、同時市場の仕組みということを検討するにあたり

まして、前倒しで導入したほうが現行制度上も有益だという話があれば、積極的に検討し

ていくということだとも思ってございますので。こういったところで何ができるのかも、
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具体的な検討はこれからかなというふうには思ってございますけれども、そういった方向

性自体はご指摘のとおりかなと考えているところでございます。 

 次に、山本オブザーバーに頂きましたところもご指摘のとおりかなと思ってございます。

時間前同時市場を活用するという話の中で、都度最新の予測をやることによる有益性は、

ご指摘のとおりかなというところです。仮にそういったところを志向する際には、収支相

償の仕組みが重要になってくるというところで、今回は精算面のところも一定のケースに

おいてお示ししたところではございますが、こういったところが、いろんなケースにおき

まして、本当にこのようになるのかをしっかり検討していくべしという話かとも思ってご

ざいますので、そこはご指摘のとおりかと考えているところでございます。 

 続きまして６-２の揚水のほうにいかせていただければと思ってございます。こちらも、

小宮山委員に頂いたとおりかなというふうにも思ってございます。24 ページに示してござ

いますように、市場による運用を目指すことが望ましいという話もそのとおりだと思って

おり、あるいは利益が最大化する仕組みをこういう形でお見せすれば、おのずとＢＧの方

もそれを目指すのではないかと、そういったところはまさにご指摘のとおり、制度全体と

して促していく方向性が合理的ではないかということをお示ししたというところでござい

ます。 

 この点は、東京ガスの鳥居オブザーバー代理に頂きましたところのご質問にも関連する

ところではございますが、23 ページのＢＧ運用と比較した時に、ＢＧ運用といったところ

に関しましても、いわゆるディスパッチ領域で出しているということであれば同じ結果に

なるのではないのかというご質問があったと思ってございます。 

 こちらはｋＷ面で、ディスパッチ領域として出すという話に加えまして、ＢＧ運用の取

引の時には、やはりＴｈｒｅｅ-Ｐａｒｔの単価情報が入ってくるという話だとも思って

ございますので、その単価の設定如何によっては、市場価格の大小関係で必ずしも約定し

ないケースもあり得るんだということを考えますと、入札情報をそもそも保有しておらず、

ロジックの中で扱うというＳＣＵＣロジックの扱いに比べますと、やはりいささか劣後す

る断面も出てくるのかなと考えているというところでございます。 

 もう一点、10ＭＷ以上の専用線オンラインも今後増えていくということはご指摘のとお

りかなとも思ってございまして、こちらは同時市場でというよりかは、あくまでも現行制

度でまずは扱いのほうを検討しているというところが実態なのかというふうにも思ってご

ざいまして、まさにそういったところが今後の課題なのかなというところは、現行制度に

おきましてもしっかり課題認識のほうはしてございます。そういったところを、全てが全

て中給システムにつなげるのか等、システム面を含めた検討のほうがなされているという

ところでもございますので、こちらに関しましては、そこの現行制度の検討の状況も注視

しながら、そこと整合的になるように考えていくというところかと考えてございます。 

 一通り、頂いたご質問等々に関しましては以上かなと思ってございます。事務局からは

以上でございます。 
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３．閉会 

 

○金本座長 

 ありがとうございました。特にあとは何もないようでしたら、自由討議、質疑応答はこ

こまでとさせていただきます。活発なご議論、大変ありがとうございました。この検討会

は今後の電力システムを支えていくために極めて重要ですので、引き続き議論を深めてい

きたいと思っております。 

 それでは、これをもちまして、第 15回同時市場の在り方等に関する検討会を閉会させて

いただきます。本日は長い間、どうも、大変ありがとうございました。 

 

 


